
２８予第２４５８号

平成２９年３月３１日

殿

大臣官房参事官（経理）

補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準

についての一部改正について

平成28年の地方からの提案等に関する対応方針（平成28年12月20日閣議決

定。以下「閣議決定」という。）において、国から地方公共団体への事務・権

限の移譲等及び義務付け・枠付けの見直し等を推進することが決定されたこ

と等に伴い、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の

承認基準について（平成20年５月23日付け20経第385号大臣官房経理課長通知。

以下「承認基準」という。）の一部を別添新旧対照表のとおり改正したので、

通知する。

また、承認基準は、交付主体が同じ補助事業に係る財産処分の一括申請に

ついて、特に制限していないところであるが、閣議決定において、「経営体の

法人化に伴い財産を譲渡する場合に行う農林水産省所管の国庫補助事業等に

より取得した財産の処分申請については、同じ交付主体の補助事業で整備し

た財産を一括して申請することが可能であること」を周知することとされた

ことから、今後、経営体の法人化に伴い財産を譲渡する事案がある場合には、

一括申請が可能である旨を申請者に対して説明する等適切に対応されたい。

なお、貴管下の関係機関の長及び管内県知事には、貴職からこの旨を通知

されたい。
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補 助 事 業 等 に よ り 取 得 し 、 又 は 効 用 の 増 加 し た 財 産 の 処 分 等 の 承 認 基 準 に つ い て （ 平 成 20年 5月 2 3日 2 0経 第 3 8 5号 ） 新 旧 対 照 条 文

（ 下 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 後 現 行

別 紙 別 紙

補 助 事 業 等 に よ り 取 得 し 、 又 は 効 用 の 増 加 し た 財 産 の 処 分 等 補 助 事 業 等 に よ り 取 得 し 、 又 は 効 用 の 増 加 し た 財 産 の 処 分 等

の 承 認 基 準 の 承 認 基 準

（ 趣 旨 ） （ 趣 旨 ）

第 １ 条 補 助 金 等 に 係 る 予 算 の 執 行 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 3 0 第 １ 条 補 助 金 等 に 係 る 予 算 の 執 行 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 3 0

年 法 律 第 1 7 9号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 2 2条 の 規 定 に 基 づ き 農 林 水 年 法 律 第 1 7 9号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 2 2条 に 基 づ く 農 林 水 産 大 臣

産 大 臣 が 行 う 財 産 処 分 等 の 承 認 の 基 準 及 び 法 第 ７ 条 第 ３ 項 の 規 定 の 承 認 の 基 準 に つ い て は 、 こ の 通 知 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

に 基 づ き 付 し た 交 付 決 定 条 件 に 基 づ き 農 林 水 産 大 臣 又 は 補 助 事 業

者 等 が 行 う 間 接 補 助 事 業 等 に よ り 取 得 し 、 又 は 効 用 の 増 加 し た 財 産

の 処 分 等 の 承 認 の 基 準 に つ い て は 、 こ の 通 知 に 定 め る と こ ろ に よ る

。

（ 定 義 ） （ 定 義 ）

第 ２ 条 こ の 通 知 の 第 ３ 条 か ら 第 ７ 条 ま で 及 び 第 １ ５ 条 に お い て 、 用 語 第 ２ 条 こ の 通 知 に お い て 、 用 語 の 定 義 は 、 法 の 規 定 に よ る ほ か 、 次

の 定 義 は 、 法 の 規 定 に よ る ほ か 、 次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。 の 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

一 補 助 対 象 財 産 補 助 事 業 等 に よ り 取 得 し 、 又 は 効 用 の 増 加 し 一 補 助 対 象 財 産 補 助 事 業 等 に よ り 取 得 し 、 又 は 効 用 の 増 加 し

た 財 産 で 、 補 助 金 等 に 係 る 予 算 の 執 行 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 た 財 産 で 、 補 助 金 等 に 係 る 予 算 の 執 行 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施

行 令 （ 昭 和 30年 政 令 第 2 5 5号 ） 第 1 3条 各 号 に 定 め る も の を い う 。 行 令 （ 昭 和 3 0年 政 令 第 2 5 5号 ） 第 1 3条 各 号 に 定 め る も の を い う 。

二 処 分 制 限 期 間 農 林 畜 水 産 業 関 係 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 3 1 二 処 分 制 限 期 間 農 林 畜 水 産 業 関 係 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 3 1

年 農 林 省 令 第 1 8号 ） 第 ５ 条 で 定 め る 処 分 の 制 限 を 受 け る 期 間 を い 年 農 林 省 令 第 1 8号 ） 第 ５ 条 で 定 め る 処 分 の 制 限 を 受 け る 期 間 又 は

う 。 減 価 償 却 資 産 の 耐 用 年 数 に 関 す る 省 令 (昭 和 4 0年 大 蔵 省 令 第 1 5

号 ） に 定 め る 耐 用 年 数 に 相 当 す る 期 間 を い う 。

三 財 産 処 分 補 助 対 象 財 産 を 、 補 助 金 等 の 交 付 の 目 的 （ 以 下 「 補 三 財 産 処 分 補 助 対 象 財 産 を 、 補 助 金 等 の 交 付 の 目 的 に 反 し て

助 目 的 」 と い う 。 ） に 反 し て 使 用 し 、 譲 渡 し 、 交 換 し 、 貸 し 付 け 、 担 使 用 し 、 譲 渡 し 、 交 換 し 、 貸 し 付 け 、 又 は 担 保 に 供 す る こ と を い う

保 に 供 し 、 又 は 取 壊 す こ と 等 を い う 。 。

四 地 域 活 性 化 等 近 年 に お け る 急 速 な 少 子 高 齢 化 の 進 展 や 産 業 四 地 域 活 性 化 等 近 年 に お け る 急 速 な 少 子 高 齢 化 の 進 展 、 産 業

構 造 の 変 化 等 の 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 へ の 対 応 、 又 は 既 存 ス ト ッ ク 構 造 の 変 化 等 の 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 へ の 対 応 、 又 既 存 ス ト ッ ク

を 効 率 的 に 活 用 し た 地 域 活 性 化 を い う 。 を 効 率 的 に 活 用 し た 地 域 活 性 化 を い う 。
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五 長 期 利 用 財 産 補 助 対 象 財 産 の う ち 、 補 助 目 的 に 従 っ た 利 用 五 長 期 利 用 財 産 補 助 対 象 財 産 の う ち 、 補 助 目 的 に 従 っ た 利 用

に よ り 1 0年 を 経 過 し た も の を い う 。 に よ り 1 0年 を 経 過 し た も の を い う 。

２ 補 助 対 象 財 産 の 一 部 を 利 用 す る 場 合 で あ っ て 、 そ の 利 用 が 補 助 目 ２ 補 助 対 象 財 産 の 一 部 を 利 用 す る 場 合 で あ っ て 、 そ の 利 用 が 補 助 目

的 の 一 部 と し て 想 定 さ れ て お ら ず 、 補 助 対 象 財 産 の 機 能 等 を 損 な う 的 の 一 部 と し て 想 定 さ れ て お ら ず 、 補 助 対 象 財 産 の 機 能 等 を 損 な う

こ と の な い 場 合 に は 、 補 助 目 的 に 反 し な い 利 用 と な る こ と か ら 、 財 産 こ と の な い 場 合 に は 、 補 助 金 等 の 交 付 の 目 的 に 反 し な い 利 用 と な る

処 分 に は 該 当 せ ず 、 本 基 準 に 定 め る 手 続 を 経 る こ と を 要 し な い 。 こ と か ら 、 財 産 処 分 に は 該 当 せ ず 、 本 基 準 に 定 め る 手 続 を 経 る こ と

を 要 し な い 。

（ 財 産 処 分 に 係 る 承 認 申 請 等 ） （ 財 産 処 分 に 係 る 承 認 申 請 等 ）

第 ３ 条 補 助 対 象 財 産 の 所 有 者 が 、 処 分 制 限 期 間 内 に 財 産 処 分 を し 第 ３ 条 補 助 対 象 財 産 の 所 有 者 が 、 処 分 制 限 期 間 内 に 財 産 処 分 を し

よ う と す る と き は 、 補 助 事 業 者 等 は 、 財 産 処 分 承 認 申 請 書 （ 別 紙 様 よ う と す る と き は 、 補 助 事 業 者 等 は 、 財 産 処 分 承 認 申 請 書 （ 別 紙 様

式 第 １ 号 ） に よ り 、 農 林 水 産 大 臣 （ 法 第 2 6条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 式 第 １ 号 ） に よ り 、 農 林 水 産 大 臣 （ 法 第 2 6条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、

事 務 委 任 さ れ た 各 地 方 農 政 局 長 、 北 海 道 農 政 事 務 所 長 又 は 内 閣 府 事 務 委 任 さ れ た 各 地 方 農 政 局 長 、 北 海 道 農 政 事 務 所 長 又 は 内 閣 府

沖 縄 総 合 事 務 局 長 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） に 申 請 し 、 そ の 承 認 を 受 け 沖 縄 総 合 事 務 局 長 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） に 申 請 し 、 そ の 承 認 を 受 け

な け れ ば な ら な い 。 な け れ ば な ら な い 。

２ 農 林 水 産 大 臣 は 、 前 項 の 承 認 を す る と き は 、 別 表 １ の 処 分 区 分 の ２ 農 林 水 産 大 臣 は 、 前 項 の 承 認 を す る と き は 、 別 表 １ の 処 分 区 分 の

欄 に 掲 げ る 内 容 に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ に 対 応 す る 承 認 条 件 を 付 し た 上 欄 に 掲 げ る 内 容 に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ に 対 応 す る 承 認 条 件 を 付 し た 上

で 承 認 を 行 う も の と す る 。 で 承 認 を 行 う も の と す る 。

（ 地 方 公 共 団 体 が 所 有 す る 長 期 利 用 財 産 に 係 る 承 認 申 請 等 ） （ 地 方 公 共 団 体 が 所 有 す る 長 期 利 用 財 産 に 係 る 承 認 申 請 等 ）

第 ４ 条 補 助 対 象 財 産 の 所 有 者 が 地 方 公 共 団 体 で あ る 場 合 に お い て 第 ４ 条 補 助 対 象 財 産 の 所 有 者 が 地 方 公 共 団 体 で あ る 場 合 に お い て

、 地 域 活 性 化 等 を 図 る た め 、長 期 利 用 財 産 を 財 産 処 分 し よ う と す る と 、 地 域 活 性 化 等 を 図 る た め 、長 期 利 用 財 産 を 財 産 処 分 し よ う と す る と

き は 、 第 ３ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 補 助 事 業 者 等 は 、 長 期 利 用 財 産 き は 、 第 ３ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 補 助 事 業 者 等 は 、 長 期 利 用 財 産

処 分 報 告 書 (別 紙 様 式 第 ２ 号 )を 農 林 水 産 大 臣 に 提 出 す る こ と が で き 処 分 報 告 書 (別 紙 様 式 第 ２ 号 )を 農 林 水 産 大 臣 に 提 出 す る こ と が で き

る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 農 林 水 産 大 臣 に よ る 報 告 書 の 受 理 を も っ る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 農 林 水 産 大 臣 に よ る 報 告 書 の 受 理 を も っ

て 、 農 林 水 産 大 臣 の 承 認 が あ っ た も の と み な す （ 別 表 ２ 参 照 ） 。 て 、 農 林 水 産 大 臣 の 承 認 が あ っ た も の と み な す （ 別 表 ２ 参 照 ） 。

２ 次 の 各 号 に 該 当 す る と き は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 補 助 事 業 ２ 次 の 各 号 に 該 当 す る と き は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 補 助 事 業

者 等 は 、 長 期 利 用 財 産 処 分 承 認 申 請 書 （ 別 紙 様 式 第 ３ 号 ） に よ り 、 者 等 は 、 長 期 利 用 財 産 処 分 承 認 申 請 書 （ 別 紙 様 式 第 ３ 号 ） に よ り 、

農 林 水 産 大 臣 に 申 請 し 、 そ の 承 認 を 受 け る も の と す る 。 農 林 水 産 大 臣 に 申 請 し 、 そ の 承 認 を 受 け る も の と す る 。

一 財 産 処 分 が 有 償 の 譲 渡 又 は 貸 付 け で あ る 場 合 一 財 産 処 分 が 有 償 の 譲 渡 又 は 貸 付 け で あ る 場 合

二 当 該 財 産 処 分 に よ り 、 前 号 に 掲 げ る 場 合 以 外 の 収 益 が 見 込 ま 二 当 該 財 産 処 分 に よ り 、 前 号 に 掲 げ る 場 合 以 外 の 収 益 が 見 込 ま

れ る 場 合 れ る 場 合

３ 農 林 水 産 大 臣 は 、 前 項 の 承 認 を す る と き は 、 別 表 ２ の 処 分 区 分 の ３ 農 林 水 産 大 臣 は 、 前 項 の 承 認 を す る と き は 、 別 表 ２ の 処 分 区 分 の
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欄 に 掲 げ る 内 容 に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ に 対 応 す る 承 認 条 件 を 付 し た 上 欄 に 掲 げ る 内 容 に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ に 対 応 す る 承 認 条 件 を 付 し た 上

で 承 認 を 行 う も の と す る 。 で 承 認 を 行 う も の と す る 。

４ 市 町 村 合 併 に よ り 、 合 併 後 の 新 市 町 村 に お い て 類 似 施 設 が 複 数 あ ４ 市 町 村 合 併 に よ り 、 合 併 後 の 新 市 町 村 に お い て 類 似 施 設 が 複 数 あ

る こ と を 理 由 と し て 、 補 助 目 的 に 従 っ た 利 用 に よ り 1 0年 を 経 過 し て い る こ と を 理 由 と し て 、 補 助 目 的 に 従 っ た 利 用 に よ り 1 0年 を 経 過 し て い

な い 補 助 対 象 財 産 を 財 産 処 分 し よ う と す る と き に は 、 補 助 事 業 者 等 な い 補 助 対 象 財 産 を 財 産 処 分 し よ う と す る と き に は 、 補 助 事 業 者 等

は 、 前 項 ま で の 規 定 に か か わ ら ず 、 別 表 ２ に 掲 げ る 手 続 に よ る こ と は 、 前 項 ま で の 規 定 に か か わ ら ず 、 別 表 ２ に 掲 げ る 手 続 き に よ る こ

が で き る も の と す る 。 と が で き る も の と す る 。

（ 地 方 公 共 団 体 以 外 の 者 が 所 有 す る 長 期 利 用 財 産 に 係 る 承 認 申 請 等 ） （ 地 方 公 共 団 体 以 外 の 者 が 所 有 す る 長 期 利 用 財 産 に 係 る 承 認 申 請 等 ）

第 ５ 条 補 助 対 象 財 産 の 所 有 者 が 地 方 公 共 団 体 以 外 の 者 で あ る 場 合 第 ５ 条 補 助 対 象 財 産 の 所 有 者 が 地 方 公 共 団 体 以 外 の 者 で あ る 場 合

に お い て 、 地 域 活 性 化 等 を 図 る た め 、長 期 利 用 財 産 を 財 産 処 分 し よ に お い て 、 地 域 活 性 化 等 を 図 る た め 、長 期 利 用 財 産 を 財 産 処 分 し よ

う と す る と き は 、 第 ３ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 に よ る こ と が う と す る と き は 、 第 ３ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 に よ る こ と が

で き る （ 別 表 ３ 参 照 ） 。 で き る （ 別 表 ３ 参 照 ） 。

一 次 の （ ア ） か ら （ エ ） ま で の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 一 次 の （ ア ） か ら （ エ ） ま で の い ず れ か に 該 当 す る 場 合

補 助 事 業 者 等 は 、 長 期 利 用 財 産 処 分 報 告 書 (別 紙 様 式 第 ４ 号 ) 補 助 事 業 者 等 は 、 長 期 利 用 財 産 処 分 報 告 書 (別 紙 様 式 第 ４ 号 )

を 農 林 水 産 大 臣 に 提 出 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 を 農 林 水 産 大 臣 に 提 出 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、

農 林 水 産 大 臣 に よ る 報 告 書 の 受 理 を も っ て 、 農 林 水 産 大 臣 の 承 農 林 水 産 大 臣 に よ る 報 告 書 の 受 理 を も っ て 、 農 林 水 産 大 臣 の 承

認 が あ っ た も の と み な す 。 認 が あ っ た も の と み な す 。

（ ア ） 自 己 の 責 任 に お い て 当 該 補 助 対 象 財 産 と 同 等 の 機 能 を 有 す （ ア ） 自 己 の 責 任 に お い て 当 該 補 助 対 象 財 産 と 同 等 の 機 能 を 有 す

る 他 の 財 産 を 新 た に 確 保 し 、 補 助 目 的 に 従 っ た 使 用 を 継 続 す る る 他 の 財 産 を 新 た に 確 保 し 、 補 助 事 業 を 継 続 す る 場 合

場 合

（ イ ） 本 来 の 補 助 目 的 の 遂 行 に 支 障 を 及 ぼ さ な い 範 囲 内 に お い て （ イ ） 本 来 の 補 助 目 的 の 遂 行 に 支 障 を 及 ぼ さ な い 範 囲 内 に お い て

、 他 の 目 的 に 自 ら 使 用 す る 場 合 、 他 の 目 的 に 自 ら 使 用 す る 場 合

（ ウ ） 農 林 水 産 省 が 現 在 実 施 し て い る 補 助 事 業 等 で 取 得 可 能 な 補 （ ウ ） 農 林 水 産 省 が 現 在 実 施 し て い る 補 助 事 業 等 で 取 得 可 能 な 補

助 対 象 財 産 と し て 自 ら 使 用 す る 場 合 助 対 象 財 産 と し て 自 ら 使 用 す る 場 合

（ エ ） 国 又 は 地 方 公 共 団 体 へ の 無 償 の 譲 渡 又 は 貸 付 け で あ る 場 合 （ エ ） 国 又 は 地 方 公 共 団 体 へ の 無 償 の 譲 渡 又 は 貸 付 け で あ る 場 合

二 一 以 外 の 場 合 に あ っ て は 、 補 助 事 業 者 等 は 、 長 期 利 用 財 産 処 二 一 以 外 の 場 合 に あ っ て は 、 補 助 事 業 者 等 は 、 長 期 利 用 財 産 処

分 承 認 申 請 書 （ 別 紙 様 式 第 ５ 号 ） に よ り 、 農 林 水 産 大 臣 に 申 請 し 、 分 承 認 申 請 書 （ 別 紙 様 式 第 ５ 号 ） に よ り 、 農 林 水 産 大 臣 に 申 請 し 、

そ の 承 認 を 受 け る も の と す る 。 そ の 承 認 を 受 け る も の と す る 。

２ 農 林 水 産 大 臣 は 、 前 項 第 ２ 号 の 承 認 を す る と き は 、 当 該 財 産 処 分 ２ 農 林 水 産 大 臣 は 、 前 項 第 ２ 号 の 承 認 を す る と き は 、 当 該 財 産 処 分

が 地 域 活 性 化 等 を 図 る た め に 行 わ れ る も の で あ る か ど う か 、 当 該 補 が 地 域 活 性 化 等 を 図 る た め に 行 わ れ る も の で あ る か ど う か 、 当 該 補

助 対 象 財 産 に 対 す る 地 域 の 需 要 動 向 か ら 見 て 財 産 処 分 が 適 当 で あ 助 対 象 財 産 に 対 す る 地 域 の 需 要 動 向 か ら 見 て 財 産 処 分 が 適 当 で あ

る か ど う か 等 に つ い て 確 認 し 、 別 表 ３ の 処 分 区 分 の 欄 に 掲 げ る 内 容 る か ど う か 等 に つ い て 確 認 し 、 別 表 ３ の 処 分 区 分 の 欄 に 掲 げ る 内 容

に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ に 対 応 す る 承 認 条 件 を 付 し た 上 で 承 認 を 行 う も に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ に 対 応 す る 承 認 条 件 を 付 し た 上 で 承 認 を 行 う も

の と す る 。 の と す る 。
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（ 削 る 。 ） ３ 補 助 対 象 財 産 の 所 有 者 が 、 第 １ 項 各 号 に よ る 財 産 処 分 の 承 認 後 、

当 該 承 認 に 係 る 処 分 内 容 と 異 な る 財 産 処 分 を 行 お う と す る 場 合 又 は

当 該 財 産 処 分 の 承 認 に 付 さ れ た 条 件 を 満 た す こ と が で き な く な っ た

場 合 に は 、 補 助 事 業 者 等 は 、 新 た な 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。

（ 利 用 困 難 財 産 に 係 る 承 認 申 請 等 ） （ 利 用 困 難 財 産 に 係 る 承 認 申 請 等 ）

第 ６ 条 補 助 対 象 財 産 の 所 有 者 が 、 地 域 活 性 化 等 を 図 る た め 、次 項 に 第 ６ 条 補 助 対 象 財 産 の 所 有 者 が 、 地 域 活 性 化 等 を 図 る た め 、次 項 に

掲 げ る 利 用 困 難 財 産 に つ い て 財 産 処 分 （ 別 表 ４ に 掲 げ る 財 産 処 分 に 掲 げ る 利 用 困 難 財 産 に つ い て 財 産 処 分 （ 別 表 ４ に 掲 げ る 財 産 処 分 に

限 る 。 ） し よ う と す る と き は 、 第 ３ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 補 助 事 業 限 る 。 ） し よ う と す る と き は 、 第 ３ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 補 助 事 業

者 等 は 、 利 用 困 難 財 産 処 分 承 認 申 請 書 （ 別 紙 様 式 第 ６ 号 ） に よ り 、 者 等 は 、 利 用 困 難 財 産 処 分 承 認 申 請 書 （ 別 紙 様 式 第 ６ 号 ） に よ り 、

農 林 水 産 大 臣 に 申 請 し 、 そ の 承 認 を 求 め る こ と が で き る 。 た だ し 、 当 農 林 水 産 大 臣 に 申 請 し 、 そ の 承 認 を 求 め る こ と が で き る 。 た だ し 、 当

該 財 産 処 分 が あ わ せ て 第 ４ 条 又 は 第 ５ 条 の 要 件 に 該 当 す る 場 合 に 該 財 産 処 分 が あ わ せ て 第 ４ 条 又 は 第 ５ 条 の 要 件 に 該 当 す る 場 合 に

は 、 第 ４ 条 又 は 第 ５ 条 の 手 続 に よ る も の と す る 。 は 、 第 ４ 条 又 は 第 ５ 条 の 手 続 き に よ る も の と す る 。

２ 前 項 の 利 用 困 難 財 産 と は 、 別 表 ５ に 掲 げ る 補 助 事 業 等 に よ り 取 得 ２ 前 項 の 利 用 困 難 財 産 と は 、 別 表 ５ に 掲 げ る 補 助 事 業 等 に よ り 取 得

し 、 又 は 効 用 の 増 加 し た 補 助 対 象 財 産 の う ち 、 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 し 、 又 は 効 用 の 増 加 し た 補 助 対 象 財 産 の う ち 、 社 会 経 済 情 勢 の 変 化

等 に 伴 い 、 当 初 の 補 助 目 的 に 従 っ た 利 用 が 困 難 と な っ て い る 建 物 等 等 に 伴 い 、 当 初 の 補 助 目 的 に 従 っ た 利 用 が 困 難 と な っ て い る 建 物 等

（ 建 物 と 一 体 的 に 整 備 さ れ た 建 物 附 属 施 設 、 構 築 物 、 器 具 及 び 備 品 （ 建 物 と 一 体 的 に 整 備 さ れ た 建 物 附 属 施 設 、 構 築 物 、 器 具 及 び 備 品

並 び に 機 械 及 び 装 置 並 び に 建 物 及 び 建 物 附 属 施 設 に 係 る 用 地 を 含 並 び に 機 械 及 び 装 置 並 び に 建 物 及 び 建 物 附 属 施 設 に 係 る 用 地 を 含

む 。 以 下 同 じ 。 ） で あ っ て 、 当 該 建 物 等 を 取 得 し 、 又 は 効 用 の 増 加 し む 。 以 下 同 じ 。 ） で あ っ て 、 当 該 建 物 等 を 取 得 し 、 又 は 効 用 の 増 加 し

た 時 か ら 、 処 分 制 限 期 間 の そ れ ぞ れ ５ 分 の １ に 相 当 す る 期 間 （ 当 該 た 時 か ら 、 処 分 制 限 期 間 の そ れ ぞ れ ５ 分 の １ に 相 当 す る 期 間 （ 当 該

５ 分 の １ に 相 当 す る 期 間 に 、 １ 年 未 満 の 端 数 が あ る と き は そ の 端 数 ５ 分 の １ に 相 当 す る 期 間 に 、 １ 年 未 満 の 端 数 が あ る と き は そ の 端 数

は 切 り 捨 て 、 ５ 年 に 満 た な い 場 合 は ５ 年 と す る 。 以 下 同 じ 。 ） を 経 過 は 切 り 捨 て 、 ５ 年 に 満 た な い 場 合 は ５ 年 と す る 。 ） を 経 過 し て い る も

し て い る も の を い う 。 の を い う 。

た だ し 、 当 該 期 間 の 経 過 前 で あ っ て も 、 次 に 掲 げ る 要 件 の い ず れ た だ し 、 当 該 期 間 の 経 過 前 で あ っ て も 、 次 に 掲 げ る 要 件 の い ず れ

か に 該 当 す る 場 合 に は 、 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る こ と が で き る 。 か に 該 当 す る 場 合 に は 、 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る こ と が で き る 。

一 補 助 事 業 等 の 開 始 時 に は 想 定 し 得 な か っ た 農 林 水 産 物 の 生 産 一 補 助 事 業 等 の 開 始 時 に は 想 定 し 得 な か っ た 農 林 水 産 物 の 生 産

又 は 需 要 等 の 急 激 な 減 退 に よ り 、 そ の 利 用 が 著 し く 減 少 し 、 か つ 又 は 需 要 等 の 急 激 な 減 退 に よ り 、 そ の 利 用 が 著 し く 減 少 し 、 か つ

回 復 の 見 込 み が な い 程 度 ま で 遊 休 化 し て い る も の 回 復 の 見 込 み が な い 程 度 ま で 遊 休 化 し て い る も の

二 農 林 水 産 業 団 体 等 の 統 合 若 し く は 合 理 化 又 は 農 業 経 営 の 法 人 二 農 林 水 産 業 団 体 等 の 統 合 若 し く は 合 理 化 又 は 農 業 経 営 の 法 人

化 の 推 進 を 図 る た め に 、 早 急 な 財 産 処 分 が 必 要 不 可 欠 と な っ て い 化 の 推 進 を 図 る た め に 、 早 急 な 財 産 処 分 が 必 要 不 可 欠 と な っ て い

る も の る も の

３ 農 林 水 産 大 臣 は 、 第 １ 項 の 承 認 を す る と き は 、 当 初 の 補 助 目 的 に ３ 農 林 水 産 大 臣 は 、 第 １ 項 の 承 認 を す る と き は 、 当 初 の 補 助 目 的 に

従 っ た 利 用 が 困 難 と な っ て い る こ と 及 び 前 項 の 要 件 に 該 当 す る こ と 従 っ た 利 用 が 困 難 と な っ て い る こ と 及 び 前 項 の 要 件 に 該 当 す る こ と

に つ い て 、 利 用 困 難 財 産 処 分 承 認 申 請 書 の 記 載 内 容 に よ り 確 認 し 、 に つ い て 、 利 用 困 難 財 産 処 分 承 認 申 請 書 の 記 載 内 容 に よ り 確 認 し 、

別 表 ４ の 処 分 区 分 の 欄 に 掲 げ る 内 容 に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ に 対 応 す る 別 表 ４ の 処 分 区 分 の 欄 に 掲 げ る 内 容 に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ に 対 応 す る
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承 認 条 件 を 付 し た 上 で 承 認 を 行 う も の と す る 。 承 認 条 件 を 付 し た 上 で 承 認 を 行 う も の と す る 。

（ 災 害 被 害 財 産 等 に 係 る 承 認 申 請 等 ） （ 災 害 被 害 財 産 等 に 係 る 承 認 申 請 等 ）

第 ７ 条 補 助 事 業 者 等 は 、 天 災 又 は 自 己 の 責 に 帰 さ な い 事 由 に よ る 火 第 ７ 条 補 助 事 業 者 等 は 、 天 災 又 は 自 己 の 責 に 帰 さ な い 事 由 に よ る 火

災 等 に よ り 利 用 す る こ と が 困 難 と な っ た 補 助 対 象 財 産 に つ い て 、 復 災 等 に よ り 利 用 す る こ と が 困 難 と な っ た 補 助 対 象 財 産 に つ い て 、 復

旧 が 不 可 能 で あ る と 判 断 し た 場 合 で あ っ て 、 当 該 財 産 処 分 に 係 る 収 旧 が 不 可 能 で あ る と 判 断 し た 場 合 で あ っ て 、 当 該 財 産 処 分 に 係 る 収

益 が な い こ と が 明 ら か な と き は 、 災 害 報 告 書 （ 別 紙 様 式 第 ７ 号 。 当 該 益 が な い こ と が 明 ら か な と き は 、 災 害 報 告 書 （ 別 紙 様 式 第 ７ 号 。 当 該

補 助 事 業 等 の 補 助 金 交 付 要 綱 等 に 報 告 の 様 式 に つ い て の 定 め が あ 補 助 事 業 等 の 補 助 金 交 付 要 綱 等 に 報 告 の 様 式 に つ い て の 定 め が あ

る 場 合 に は 、 当 該 様 式 に よ る 。 ） に よ り 、 農 林 水 産 大 臣 に 報 告 し 、 補 る 場 合 に は 、 当 該 様 式 に よ る 。 ） に よ り 、 農 林 水 産 大 臣 に 報 告 し 、 補

助 関 係 が 終 了 し た こ と の 確 認 を 求 め る こ と が で き る 。 助 関 係 が 終 了 し た こ と の 確 認 を 求 め る こ と が で き る 。

２ 農 林 水 産 大 臣 は 、 前 項 の 報 告 書 の 記 載 内 容 が 事 実 と 相 違 な い と ２ 農 林 水 産 大 臣 は 、 前 項 の 報 告 書 の 記 載 内 容 が 事 実 と 相 違 な い と

判 断 で き る 場 合 に は 、 補 助 関 係 の 終 了 の 確 認 を 行 う も の と す る 。 た 判 断 で き る 場 合 に は 、 補 助 関 係 の 終 了 の 確 認 を 行 う も の と す る 。 た

だ し 、 災 害 報 告 書 に 記 載 さ れ て い る 復 旧 が 不 可 能 と の 判 断 に 疑 義 が だ し 、 災 害 報 告 書 に 記 載 さ れ て い る 復 旧 が 不 可 能 と の 判 断 に 疑 義 が

あ る 場 合 に は 、 第 ３ 条 か ら 第 ６ 条 ま で の い ず れ か に 従 っ た 手 続 を 指 あ る 場 合 に は 、 第 ３ 条 か ら 第 ６ 条 ま で の い ず れ か に 従 っ た 手 続 き を

示 す る こ と が で き る 。 指 示 す る こ と が で き る 。

（ 間 接 補 助 事 業 等 に よ り 取 得 し 、 又 は 効 用 の 増 加 し た 財 産 の 処 分 等 の （ 新 設 ）

承 認 の 基 準 ）

第 ８ 条 補 助 事 業 者 等 が 間 接 補 助 金 等 の 交 付 決 定 に お い て 、 間 接 補

助 事 業 等 に よ り 取 得 し 、 又 は 効 用 の 増 加 し た 財 産 の 処 分 に つ い て 、

補 助 事 業 者 等 の 承 認 を 受 け る べ き 旨 の 間 接 補 助 条 件 を 付 し て い る

場 合 で あ っ て 、 か つ 、 補 助 事 業 者 等 が そ の 承 認 を 行 う 場 合 に 、 あ ら

か じ め 農 林 水 産 大 臣 の 承 認 を 受 け る べ き 旨 の 補 助 条 件 を 付 し て い る

場 合 の 当 該 財 産 に 係 る 農 林 水 産 大 臣 又 は 補 助 事 業 者 等 が 行 う 財 産

の 処 分 等 の 承 認 の 基 準 に つ い て は 、 第 ２ 条 か ら 前 条 ま で の 規 定 に よ

ら ず 、 次 条 か ら 第 １ ４ 条 ま で の 規 定 に よ る も の と す る 。

（ 定 義 ）

第 ９ 条 こ の 通 知 の 第 １ ０ 条 か ら 第 １ ５ 条 ま で に お い て 、 用 語 の 定 義 は

、 法 の 規 定 に よ る ほ か 、 次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

一 間 接 補 助 対 象 財 産 間 接 補 助 事 業 等 に よ り 取 得 し 、 又 は 効 用

の 増 加 し た 財 産 で 、 法 第 ７ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 処 分 制 限 の 条

件 が 付 さ れ た も の を い う 。

二 処 分 制 限 期 間 減 価 償 却 資 産 の 耐 用 年 数 等 に 関 す る 省 令 (昭

和 4 0年 大 蔵 省 令 第 1 5号 ） に 定 め る 耐 用 年 数 に 相 当 す る 期 間 を い う
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。

三 財 産 処 分 間 接 補 助 対 象 財 産 を 、 間 接 補 助 金 等 の 交 付 の 目 的

（ 以 下 「 間 接 補 助 目 的 」 と い う 。 ） に 反 し て 使 用 し 、 譲 渡 し 、 交 換 し

、 貸 し 付 け 、 担 保 に 供 し 、 又 は 取 壊 す こ と 等 を い う 。

四 地 域 活 性 化 等 近 年 に お け る 急 速 な 少 子 高 齢 化 の 進 展 や 産 業

構 造 の 変 化 等 の社 会 経 済 情 勢 の 変 化 へ の 対 応 、 又 は 既 存 ス ト ッ ク

を 効 率 的 に 活 用 し た 地 域 活 性 化 を い う。

五 長 期 利 用 財 産 間 接 補 助 対 象 財 産 の う ち 、 間 接 補 助 目 的 に 従

っ た 利 用 に よ り 1 0年 を 経 過 し た も の を い う 。

２ 間 接 補 助 対 象 財 産 の 一 部 を 利 用 す る 場 合 で あ っ て 、 そ の 利 用 が 間

接 補 助 目 的 の 一 部 と し て 想 定 さ れ て お ら ず 、 間 接 補 助 対 象 財 産 の 機

能 等 を 損 な う こ と の な い 場 合 に は 、 間 接 補 助 目 的 に 反 し な い 利 用 と

な る こ と か ら 、 財 産 処 分 に は 該 当 せ ず 、 本 基 準 に 定 め る 手 続 を 経 る

こ と を 要 し な い 。

（ 財 産 処 分 に 係 る 承 認 申 請 等 ）

第 １ ０ 条 間 接 補 助 対 象 財 産 の 所 有 者 が 、 処 分 制 限 期 間 内 に 財 産 処

分 を し よ う と す る と き は 、 間 接 補 助 事 業 者 等 は 、 財 産 処 分 承 認 申 請

書 （ 別 紙 様 式 第 ８ 号 ） に よ り 、 補 助 事 業 者 等 に 申 請 し 、 そ の 承 認 を 受

け な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 補 助 事 業 者 等 は 、 別 紙 様

式 第 1 5号 に よ り 申 請 し 、 農 林 水 産 大 臣 の 承 認 を 受 け た 上 で 承 認 を 行

う も の と す る 。

２ 農 林 水 産 大 臣 は 、 前 項 の 承 認 を す る と き は 、 別 表 １ の 処 分 区 分 の

欄 に 掲 げ る 内 容 に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ に 対 応 す る 承 認 条 件 を 付 し た 上

で 承 認 を 行 う も の と し 、 補 助 事 業 者 等 は 、 前 項 の 承 認 を す る と き は 、

農 林 水 産 大 臣 か ら 付 さ れ た 承 認 条 件 を 付 し た 上 で 承 認 を 行 う も の と

す る 。

（ 地 方 公 共 団 体 が 所 有 す る 長 期 利 用 財 産 に 係 る 承 認 申 請 等 ）

第 １ １ 条 間 接 補 助 対 象 財 産 の 所 有 者 が 地 方 公 共 団 体 で あ る 場 合 に

お い て 、 地 域 活 性 化 等 を 図 る た め 、長 期 利 用 財 産 を 財 産 処 分 し よ う と

す る と き は 、 第 １ ０ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 間 接 補 助 事 業 者 等 は 、

長 期 利 用 財 産 処 分 報 告 書 (別 紙 様 式 第 ９ 号 ) を 補 助 事 業 者 等 に 提 出

す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 補 助 事 業 者 等 は 、 受 領 し た 報

告 書 を 別 紙 様 式 第 1 6号 に よ り 農 林 水 産 大 臣 に 提 出 す る も の と し 、 農
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林 水 産 大 臣 に よ る 報 告 書 の 受 理 を も っ て 、 農 林 水 産 大 臣 の 承 認 が あ

っ た も の と み な す （ 別 表 ２ 参 照 ） 。

２ 次 の 各 号 に 該 当 す る と き は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 間 接 補 助

事 業 者 等 は 、 長 期 利 用 財 産 処 分 承 認 申 請 書 （ 別 紙 様 式 第 1 0号 ） に よ

り 、 補 助 事 業 者 等 に 申 請 し 、 そ の 承 認 を 受 け る も の と す る 。 こ の 場 合

に お い て 、 補 助 事 業 者 等 は 、 別 紙 様 式 第 1 5号 に よ り 申 請 し 、 農 林 水

産 大 臣 の 承 認 を 受 け た 上 で 承 認 を 行 う も の と す る 。

一 財 産 処 分 が 有 償 の 譲 渡 又 は 貸 付 け で あ る 場 合

二 当 該 財 産 処 分 に よ り 、 前 号 に 掲 げ る 場 合 以 外 の 収 益 が 見 込 ま

れ る 場 合

３ 農 林 水 産 大 臣 は 、 前 項 の 承 認 を す る と き は 、 別 表 ２ の 処 分 区 分 の

欄 に 掲 げ る 内 容 に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ に 対 応 す る 承 認 条 件 を 付 し た 上

で 承 認 を 行 う も の と し 、 補 助 事 業 者 等 は 、 前 項 の 承 認 を す る と き は 、

農 林 水 産 大 臣 か ら 付 さ れ た 承 認 条 件 を 付 し た 上 で 承 認 を 行 う も の と

す る 。

４ 市 町 村 合 併 に よ り 、 合 併 後 の 新 市 町 村 に お い て 類 似 施 設 が 複 数 あ

る こ と を 理 由 と し て 、 間 接 補 助 目 的 に 従 っ た 使 用 に よ り 1 0年 を 経 過 し

て い な い 間 接 補 助 対 象 財 産 を 財 産 処 分 し よ う と す る と き に は 、 間 接

補 助 事 業 者 等 は 、 前 項 ま で の 規 定 に か か わ ら ず 、 別 表 ２ に 掲 げ る 手

続 に よ る こ と が で き る も の と す る 。

５ 第 １ 項 の 長 期 利 用 財 産 処 分 報 告 書 （ 別 紙 様 式 第 ９ 号 ） の 提 出 を 受

け た 補 助 事 業 者 等 は 、 処 分 の 理 由 及 び 今 後 の 利 用 方 法 等 を 確 認 し

、 地 域 活 性 化 等 を 図 る た め の も の で あ る か 等 の 処 分 の 妥 当 性 を 判

断 す る も の と し 、 長 期 利 用 財 産 処 分 報 告 書 （ 別 紙 様 式 第 1 6号 ） に 意

見 を 付 し て 農 林 水 産 大 臣 に 報 告 す る も の と す る 。 こ の う ち 、 補 助 事

業 者 等 が 都 道 府 県 の 場 合 に あ っ て は 、 農 林 水 産 大 臣 は 、 当 該 処 分

が 妥 当 で あ る 旨 の 都 道 府 県 の 判 断 を も っ て 報 告 書 を 受 理 す る も の と

す る 。

（ 地 方 公 共 団 体 以 外 の 者 が 所 有 す る 長 期 利 用 財 産 に 係 る 承 認 申 請 等 ）

第 １ ２ 条 間 接 補 助 対 象 財 産 の 所 有 者 が 地 方 公 共 団 体 以 外 の 者 で あ

る 場 合 に お い て 、 地 域 活 性 化 等 を 図 る た め 、長 期 利 用 財 産 を 財 産 処

分 し よ う と す る と き は 、 第 １ ０ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 に よ

る こ と が で き る （ 別 表 ３ 参 照 ） 。

一 次 の （ ア ） か ら （ エ ） ま で の い ず れ か に 該 当 す る 場 合
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間 接 補 助 事 業 者 等 は 、 長 期 利 用 財 産 処 分 報 告 書 (別 紙 様 式 第

11号 )を 補 助 事 業 者 等 に 提 出 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て

、 補 助 事 業 者 等 は 、 受 領 し た 報 告 書 を 別 紙 様 式 第 1 6号 に よ り 農 林

水 産 大 臣 に 提 出 す る も の と し 、 農 林 水 産 大 臣 に よ る 報 告 書 の 受 理

を も っ て 、 農 林 水 産 大 臣 の 承 認 が あ っ た も の と み な す 。

（ ア ） 自 己 の 責 任 に お い て 当 該 間 接 補 助 対 象 財 産 と 同 等 の 機 能 を

有 す る 他 の 財 産 を 新 た に 確 保 し 、 間 接 補 助 目 的 に 従 っ た 使 用 を

継 続 す る 場 合

（ イ ） 本 来 の 間 接 補 助 目 的 の 遂 行 に 支 障 を 及 ぼ さ な い 範 囲 内 に お

い て 、 他 の 目 的 に 自 ら 使 用 す る 場 合

（ ウ ） 農 林 水 産 省 が 現 在 実 施 し て い る 補 助 事 業 等 又 は 間 接 補 助 事

業 等 で 取 得 可 能 な 補 助 対 象 財 産 又 は 間 接 補 助 対 象 財 産 と し て

自 ら 使 用 す る 場 合

（ エ ） 国 又 は 地 方 公 共 団 体 へ の 無 償 の 譲 渡 又 は 貸 付 け で あ る 場 合

二 一 以 外 の 場 合 に あ っ て は 、 間 接 補 助 事 業 者 等 は 、 長 期 利 用 財

産 処 分 承 認 申 請 書 （ 別 紙 様 式 第 1 2号 ） に よ り 、 補 助 事 業 者 等 に 申

請 し 、 そ の 承 認 を 受 け る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 補 助 事 業

者 等 は 、 別 紙 様 式 第 1 5号 に よ り 農 林 水 産 大 臣 の 承 認 を 受 け た 上

で 承 認 を 行 う も の と す る 。

２ 農 林 水 産 大 臣 は 、 前 項 第 ２ 号 の 承 認 を す る と き は 、 当 該 財 産 処 分

が 地 域 活 性 化 等 を 図 る た め に 行 わ れ る も の で あ る か ど う か 、 当 該 間

接 補 助 対 象 財 産 に 対 す る 地 域 の 需 要 動 向 か ら 見 て 財 産 処 分 が 適 当

で あ る か ど う か 等 に つ い て 確 認 し 、 別 表 ３ の 処 分 区 分 の 欄 に 掲 げ る

内 容 に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ に 対 応 す る 承 認 条 件 を 付 し た 上 で 承 認 を 行

う も の と し 、 補 助 事 業 者 等 は 、 前 項 第 ２ 号 の 承 認 を す る と き は 、 農 林

水 産 大 臣 か ら 付 さ れ た 承 認 条 件 を 付 し た 上 で 承 認 を 行 う も の と す る

。

（ 利 用 困 難 財 産 に 係 る 承 認 申 請 等 ）

第 １ ３ 条 間 接 補 助 対 象 財 産 の 所 有 者 が 、 地 域 活 性 化 等 を 図 る た め 、

次 項 に 掲 げ る 利 用 困 難 財 産 に つ い て 財 産 処 分 （ 別 表 ４ に 掲 げ る 財 産

処 分 に 限 る 。 ） し よ う と す る と き は 、 第 １ ０ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 間

接 補 助 事 業 者 等 は 、 利 用 困 難 財 産 処 分 承 認 申 請 書 （ 別 紙 様 式 第 1 3

号 ） に よ り 、 補 助 事 業 者 等 に 申 請 し 、 そ の 承 認 を 求 め る こ と が で き る

。 こ の 場 合 に お い て 、 補 助 事 業 者 等 は 、 別 紙 様 式 第 1 5号 に よ り 農 林
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水 産 大 臣 の 承 認 を 受 け た 上 で 承 認 を 行 う も の と す る 。 た だ し 、 当 該

財 産 処 分 が あ わ せ て 第 １ １ 条 又 は 第 １ ２ 条 の 要 件 に 該 当 す る 場 合 に

は 、 第 １ １ 条 又 は 第 １ ２ 条 の 手 続 に よ る も の と す る 。

２ 前 項 の 利 用 困 難 財 産 と は 、 別 表 ５ に 掲 げ る 補 助 事 業 等 に よ り 交 付

を 受 け て 実 施 し た 間 接 補 助 事 業 等 に よ り 取 得 し 、 又 は 効 用 の 増 加 し

た 間 接 補 助 対 象 財 産 の う ち 、 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 等 に 伴 い 、 当 初

の 間 接 補 助 目 的 に 従 っ た 利 用 が 困 難 と な っ て い る 建 物 等 で あ っ て 、

当 該 建 物 等 を 取 得 し 、 又 は 効 用 の 増 加 し た 時 か ら 、 処 分 制 限 期 間 の

そ れ ぞ れ ５ 分 の １ に 相 当 す る 期 間 を 経 過 し て い る も の を い う 。

た だ し 、 当 該 期 間 の 経 過 前 で あ っ て も 、 次 に 掲 げ る 要 件 の い ず れ

か に 該 当 す る 場 合 に は 、 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る こ と が で き る 。

一 間 接 補 助 事 業 等 の 開 始 時 に は 想 定 し 得 な か っ た 農 林 水 産 物 の

生 産 又 は 需 要 等 の 急 激 な 減 退 に よ り 、 そ の 利 用 が 著 し く 減 少 し 、

か つ 回 復 の 見 込 み が な い 程 度 ま で 遊 休 化 し て い る も の

二 農 林 水 産 業 団 体 等 の 統 合 若 し く は 合 理 化 又 は 農 業 経 営 の 法 人

化 の 推 進 を 図 る た め に 、 早 急 な 財 産 処 分 が 必 要 不 可 欠 と な っ て い

る も の

３ 農 林 水 産 大 臣 は 、 第 １ 項 の 承 認 を す る と き は 、 当 初 の 間 接 補 助 目

的 に 従 っ た 利 用 が 困 難 と な っ て い る こ と 及 び 前 項 の 要 件 に 該 当 す る

こ と に つ い て 、 利 用 困 難 財 産 処 分 承 認 申 請 書 （ 別 紙 様 式 第 1 5号 ） に

よ り 確 認 し 、 別 表 ４ の 処 分 区 分 の 欄 に 掲 げ る 内 容 に 応 じ て 、 そ れ ぞ

れ に 対 応 す る 承 認 条 件 を 付 し た 上 で 承 認 を 行 う も の と し 、 補 助 事 業

者 等 は 、 第 １ 項 の 承 認 を す る と き は 、 農 林 水 産 大 臣 か ら 付 さ れ た 承

認 条 件 を 付 し た 上 で 承 認 を 行 う も の と す る 。

（ 災 害 被 害 財 産 等 に 係 る 承 認 申 請 等 ）

第 １ ４ 条 間 接 補 助 事 業 者 等 は 、 天 災 又 は 自 己 の 責 に 帰 さ な い 事 由 に

よ る 火 災 等 に よ り 利 用 す る こ と が 困 難 と な っ た 間 接 補 助 対 象 財 産 に

つ い て 、 復 旧 が 不 可 能 で あ る と 判 断 し た 場 合 で あ っ て 、 当 該 財 産 処

分 に 係 る 収 益 が な い こ と が 明 ら か な と き は 、 災 害 報 告 書 （ 別 紙 様 式

第 １ ４ 号 。 当 該 間 接 補 助 事 業 等 の 補 助 金 交 付 要 綱 等 に 報 告 の 様 式

に つ い て の 定 め が あ る 場 合 に は 、 当 該 様 式 に よ る 。 ） に よ り 、 補 助 事

業 者 等 に 報 告 し 、 補 助 関 係 が 終 了 し た こ と の 確 認 を 求 め る こ と が で

き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 補 助 事 業 者 等 は 、 受 領 し た 報 告 書 を 別 紙

様 式 第 1 7号 に よ り 農 林 水 産 大 臣 に 報 告 し 、 補 助 関 係 が 終 了 し た こ と
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の 確 認 を 求 め る こ と が で き る 。

２ 農 林 水 産 大 臣 は 、 前 項 の 報 告 書 の 記 載 内 容 が 事 実 と 相 違 な い と

判 断 で き る 場 合 に は 、 補 助 関 係 の 終 了 の 確 認 を 行 う も の と す る 。 た

だ し 、 災 害 報 告 書 に 記 載 さ れ て い る 復 旧 が 不 可 能 と の 判 断 に 疑 義 が

あ る 場 合 に は 、 補 助 事 業 者 等 を 通 じ て 間 接 補 助 事 業 者 等 に 対 し 、 第

１ ０ 条 か ら 第 １ ３ 条 ま で の い ず れ か に 従 っ た 手 続 を 指 示 す る こ と が で

き る 。

（ そ の 他 ） （ そ の 他 ）

第 １ ５ 条 農 林 水 産 大 臣 は 、 第 ３ 条 か ら 第 ７ 条 ま で 及 び 第 １ ０ 条 か ら 第 第 ８ 条 農 林 水 産 大 臣 は 、 第 ３ 条 か ら 第 ７ 条 ま で の 規 定 に よ り 補 助 事

１ ４ 条 ま で の 規 定 に よ り 補 助 事 業 者 等 か ら 受 け た 申 請 又 は 報 告 に つ 業 者 等 か ら 受 け た 申 請 又 は 報 告 に つ い て 、 承 認 に 必 要 な 記 載 内 容

い て 、 承 認 に 必 要 な 記 載 内 容 の 確 認 が 困 難 な 場 合 は 、 追 加 資 料 の の 確 認 が 困 難 な 場 合 は 、 追 加 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。

提 出 を 求 め る こ と が で き る 。

２ 農 林 水 産 大 臣 は 、 補 助 対 象 財 産 又 は 間 接 補 助 対 象 財 産 の 譲 渡 相 ２ 農 林 水 産 大 臣 は 、 補 助 対 象 財 産 の 譲 渡 相 手 方 が 、 農 林 水 産 省 の

手 方 が 、 農 林 水 産 省 の 補 助 事 業 等 又 は 間 接 補 助 事 業 等 に よ り 同 種 補 助 事 業 等 に よ り 同 種 の 補 助 事 業 等 を 申 請 し て い る 場 合 に は 、 補 助

の 補 助 事 業 等 又 は 間 接 補 助 事 業 等 を 申 請 し て い る 場 合 に は 、 補 助 事 業 等 の 採 択 に つ い て 適 切 に 対 応 し な け れ ば な ら な い 。

事 業 等 又 は 間 接 補 助 事 業 等 の 採 択 に つ い て 適 切 に 対 応 し な け れ ば

な ら な い 。

３ 補 助 対 象 財 産 又 は 間 接 補 助 対 象 財 産 の 所 有 者 が 、 第 ４ 条 か ら 第 ６ ３ 補 助 対 象 財 産 の 所 有 者 が 、 第 ４ 条 か ら 第 ６ 条 ま で の 規 定 に 基 づ き

条 及 び 第 １ １ 条 か ら 第 １ ３ 条 ま で の 規 定 に 基 づ き 承 認 を 受 け た 財 産 承 認 を 受 け た 財 産 処 分 と 同 種 の 財 産 の 取 得 を 農 林 水 産 省 の 補 助 事

処 分 と 同 種 の 財 産 の 取 得 を 農 林 水 産 省 の 補 助 事 業 等 又 は 間 接 補 助 業 等 に よ り 計 画 し た 場 合 に あ っ て は 、 農 林 水 産 大 臣 は 、 同 種 財 産 に

事 業 等 に よ り 計 画 し た 場 合 に あ っ て は 、 農 林 水 産 大 臣 は 、 同 種 財 産 対 す る 地 域 の 需 要 動 向 に 照 ら し て 、 補 助 事 業 等 の 採 択 に つ い て 慎 重

に 対 す る 地 域 の 需 要 動 向 に 照 ら し て 、 補 助 事 業 等 又 は 間 接 補 助 事 に 検 討 し な け れ ば な ら な い 。

業 等 の 採 択 に つ い て 慎 重 に 検 討 し な け れ ば な ら な い 。

４ 第 ４ 条 第 １ 項 及 び 第 ５ 条 第 １ 項 第 １ 号 並 び に 第 １ １ 条 第 １ 項 及 び 第 ４ 第 ４ 条 第 １ 項 及 び 第 ５ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に よ り 報 告 書 の 受 理

１ ２ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に よ り 報 告 書 の 受 理 を も っ て 農 林 水 産 大 を も っ て 農 林 水 産 大 臣 の 承 認 と み な す こ と が で き る 財 産 処 分 の 範 囲

臣 の 承 認 と み な す こ と が で き る 財 産 処 分 の 範 囲 に つ い て は 、 そ れ ぞ に つ い て は 、 そ れ ぞ れ の 補 助 事 業 等 の 特 性 に 応 じ 、 補 助 金 交 付 要 綱

れの 補 助 事 業 等 又 は 間 接 補 助 事 業 等 の 特 性 に 応 じ、補 助 金 交 付 要 綱 等 に お い て定 め る こ と が で き る 。

等 に お い て 定 め る こ と が で き る 。

５ 農 林 水 産 大 臣 は 、 必 要 に 応 じ 、 第 ４ 条 か ら 第 ６ 条 ま で 及 び 第 １ １ 条 ５ 農 林 水 産 大 臣 は 、 必 要 に 応 じ 、 第 ４ 条 か ら 第 ６ 条 ま で の 規 定 に 基

か ら 第 １ ３ 条 ま で の 規 定 に 基 づ き 承 認 を 行 っ た 補 助 対 象 財 産 又 は 間 づ き 承 認 を 行 っ た 補 助 対 象 財 産 の 利 用 状 況 に つ い て 、 補 助 事 業 者

接 補 助対 象 財 産 の 利 用 状 況 に つ い て 、 補 助 事 業 者 等 か ら 報 告 を 求 め 等 か ら 報 告 を 求 め る こ と が で き る 。

る こ と が で き る 。

６ 補 助 対 象 財 産 の 所 有 者 が 、 第 ３ 条 か ら 第 ６ 条 ま で の 規 定 に よ る 財 （ 新 設 ）

産 処 分 の 承 認 後 、 当 該 承 認 若 し く は 報 告 に 係 る 処 分 内 容 と 異 な る 財
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産 処 分 を 行 お う と す る 場 合 、 当 該 承 認 に 付 さ れ た 条 件 を 満 た す こ と

が で き な く な っ た 場 合 又 は 当 該 財 産 処 分 を 取 り や め る こ と に よ り 補

助 目 的 に 従 っ た 補 助 対 象 財 産 の 使 用 を 継 続 し よ う と す る 場 合 に は 、

補 助 事 業 者 等 は 、 速 や か に 農 林 水 産 大 臣 に そ の 旨 を 報 告 し 、 指 示 を

受 け な け れ ば な ら な い 。

７ 間 接 補 助 対 象 財 産 の 所 有 者 が 、 第 １ ０ 条 か ら 第 １ ３ 条 ま で の 規 定 （ 新 設 ）

に よ る 財 産 処 分 の 承 認 後 、 当 該 承 認 若 し く は 報 告 に 係 る 処 分 内 容 と

異 な る 財 産 処 分 を 行 お う と す る 場 合 、 当 該 承 認 に 付 さ れ た 条 件 を 満

た す こ と が で き な く な っ た 場 合 又 は 当 該 財 産 処 分 を 取 り や め る こ と に

よ り 間 接 補 助 目 的 に 従 っ た 間 接 補 助 対 象 財 産 の 使 用 を 継 続 し よ う と

す る 場 合 に は 、 間 接 補 助 事 業 者 等 は 、 速 や か に 補 助 事 業 者 等 に そ

の 旨 を 報 告 し 、 指 示 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、

補 助 事 業 者 等 は 、 農 林 水 産 大 臣 の 指 示 を 受 け た 上 で 、 指 示 を 行 わ

な け れ ば な ら な い 。

８ 地 域 再 生 法 （ 平 成 1 7年 法 律 第 2 4号 ） 第 1 8条 の 規 定 に よ り 農 林 水 産 ６ 地 域 再 生 法 （ 平 成 1 7年 法 律 第 2 4号 ） 第 1 8条 の 規 定 に よ り 農 林 水 産

大 臣 の 承 認 を 受 け た も の と み な さ れ た 財 産 処 分 に つ い て は 、 こ の 承 大 臣 の 承 認 を 受 け た も の と み な さ れ た 財 産 処 分 に つ い て は 、 こ の 承

認 基 準 に 定 め る 手 続 を 要 し な い も の と す る 。 認 基 準 に 定 め る 手 続 き を 要 し な い も の と す る 。

９ 総 合 特 別 区 域 法 （ 平 成 2 3年 法 律 第 8 1号 ） 第 5 7条 の 規 定 に よ り 農 林 ７ 総 合 特 別 区 域 法 （ 平 成 2 3年 法 律 第 8 1号 ） 第 5 7条 の 規 定 に よ り 農 林

水 産 大 臣 の 承 認 を 受 け た も の と み な さ れ た 財 産 処 分 に つ い て は 、 こ 水 産 大 臣 の 承 認 を 受 け た も の と み な さ れ た 財 産 処 分 に つ い て は 、 こ

の 承 認 基 準 に 定 め る 手 続 を 要 し な い も の と す る 。 の 承 認 基 準 に 定 め る 手 続 き を 要 し な い も の と す る 。

１ ０ 東 日 本 大 震 災 復 興 特 別 区 域 法 （ 平 成 2 3年 法 律 第 1 2 2号 ） 第 4 5条 ８ 東 日 本 大 震 災 復 興 特 別 区 域 法 （ 平 成 2 3年 法 律 第 1 2 2号 ） 第 4 5条 の

の 規 定 に よ り 農 林 水 産 大 臣 の 承 認 を 受 け た も の と み な さ れ た 財 産 処 規 定 に よ り 農 林 水 産 大 臣 の 承 認 を 受 け た も の と み な さ れ た 財 産 処 分

分 に つ い て は 、 こ の 承 認 基 準 に 定 め る 手 続 を 要 し な い も の と す る 。 に つ い て は 、 こ の 承 認 基 準 に 定 め る 手 続 き を 要 し な い も の と す る 。

附 則 （ 平 成 23年 ８ 月 3 1日 付 け 2 3経 第 8 1 5号 ） 附 則 （ 平 成 2 3年 ８ 月 3 1日 付 け 2 3経 第 8 1 5号 ）

こ の 通 知 は 、 平 成 23年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 通 知 は 、 平 成 2 3年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 29年 ３ 月 3 1日 付 け 2 8予 第 ○ ○ 号 ） （ 新 設 ）

こ の 通 知 は 、 平 成 29年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。



- 1 -

別表１（第３条及び第１０条関係） 別表１（第３条関係）

処分区分 承認条件 国庫納付額 備考 処分区分 承認条件 国庫納付額 備考

目 的 補助目的に従っ 国庫納付 目的外使用部分に対する 本来の補助目的の遂行に支 目 的 補助事業を中 国庫納付 目的外使用部分に対する 本来の補助目的の遂行に支
外 使 た補助対象財産 （ただし、備 残存簿価又は時価評価額 障を及ぼさない範囲内で、 外 使 止しない場合 （ただし、備 残存簿価又は時価評価額 障を及ぼさない範囲内で、

用 の使用を継続す 考の場合は国 のいずれか高い金額に国 補助対象財産の遊休期間 用 考の場合は国 のいずれか高い金額に国 補助対象財産の遊休期間

る場合 庫納付は不要 庫補助率を乗じた金額を （農閑期等当該補助対象財 庫納付は不要 庫補助率を乗じた金額を （農閑期等当該補助対象財

とし、当該財 国庫納付する。（注４）な 産を使用しない期間をい とし、当該財 国庫納付する。なお、許 産を使用しない期間をい

産の利用状況 お、許認可等を受け、補 う。以下同じ。）内に一時 産の利用状況 認可等を受け、補助対象 う。以下同じ。）内に一時

を報告するこ 助対象財産の未活用部分 使用する場合、承認までに を報告するこ 財産の未活用部分の目的 使用する場合、承認までに
と（注１）） の目的外使用により生じ 他の法令に基づく許認可等 と（注１）） 外使用により生じる収益 他の法令に基づく許認可等

る収益（収入から管理費 を受けることが明らかであ （収入から管理費その他 を受けることが明らかであ

その他に要する費用を差 り、補助対象財産が有する に要する費用を差し引い り、補助対象財産が有する

し引いた額）に国庫補助 本来の能力の未活用部分に た額）に国庫補助率を乗 本来の能力の未活用部分に

率を乗じた金額を国庫納 ついて、収益を得ることな じた金額を国庫納付する。 ついて、収益を得ることな

付する。 く使用する場合（注３）又 く使用する場合（注３）又
は自己の責任において当該 は自己の責任において当該

補助対象財産と同等の機能 補助対象財産と同等の機能

を有する他の財産を新たに を有する他の財産を新たに

確保し、補助条件を承継す 確保し、補助条件を承継す

る場合は、国庫納付を要し る場合は、国庫納付を要し
ない ない

補 助 道 路 拡 国庫納付 財産処分により生じる収 自己の責に帰さない事情等 補 助 道路拡 国庫納付 財産処分により生じる収 自己の責に帰さない事情等

目 的 張 等 に 益（損失補償金を含む。） やむを得ないものに限る。 事 業 張等に 益（損失補償金を含む。） やむを得ないものに限る。

に 従 よ り 取 に国庫補助率を乗じた金 を 中 より取 に国庫補助率を乗じた金

っ た り 壊 す 額を国庫納付する。 止 す り壊す 額を国庫納付する。

補 助 場合 る 場 場合
対 象 合

財 産 上 記 以 国庫納付 残存簿価又は時価評価額 上記以 国庫納付 残存簿価又は時価評価額

の 使 外 の 場 のいずれか高い金額に国 外の場 のいずれか高い金額に国

用 を 合 庫補助率を乗じた金額を 合 庫補助率を乗じた金額を

中 止 国庫納付する。（注４） 国庫納付する。

す る
場合

譲渡 有 償 国庫納付 譲渡契約額、残存簿価又 集落を基礎とした営農組織 譲渡 有 償 国庫納付 譲渡契約額、残存簿価又 集落を基礎とした営農組織

（ただし、備 は時価評価額のうち最も が、当該組織の法人化に伴 （ただし、備 は時価評価額のうち最も が、当該組織の法人化に伴

考の場合は国 高い金額に国庫補助率を い法人化後の組織へ譲渡す 考の場合は国 高い金額に国庫補助率を い法人化後の組織へ譲渡す

庫納付は不要 乗じた金額を国庫納付す る場合は、国庫納付を要し 庫納付は不要 乗じた金額を国庫納付す る場合は、国庫納付を要し
とし、当該財 る。（注４） ない。ただし、処分制限期 とし、当該財 る。 ない。ただし、処分制限期

産の利用状況 間の残期間内、補助条件を 産の利用状況 間の残期間内、補助条件を

を報告するこ 承継すること。 を報告するこ 承継すること。
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と（注２）） と（注２））

無 償 国庫納付 残存簿価又は時価評価額 処分制限期間の残期間内、 無 償 国庫納付 残存簿価又は時価評価額 処分制限期間の残期間内、

（ただし、備 のいずれか高い金額に国 補助条件を承継する場合 （ただし、備 のいずれか高い金額に国 補助条件を承継する場合

考の場合は国 庫補助率を乗じた金額を は、国庫納付を要しない。 考の場合は国 庫補助率を乗じた金額を は、国庫納付を要しない。
庫納付は不要 国庫納付する。（注４） 庫納付は不要 国庫納付する。

とし、当該財 とし、当該財

産の利用状況 産の利用状況

を報告するこ を報告するこ

と（注２）） と（注２））

交換 下取交換の場 補助対象財産 交換 下取交換の場 補助対象財産

合 の処分益を新 合 の処分益を新

規購入費に充 規購入費に充

当し、かつ、 当し、かつ、

旧財産の処分 旧財産の処分

制限期間の残 制限期間の残
期間内、新財 期間内、新財

産が補助条件 産が補助条件

を承継するこ を承継するこ

と と

下取交換以外 交換差益額を 交換差益額に国庫補助率 原則、交換により差損が生 下取交換以外 交換差益額を 交換差益額に国庫補助率 原則、交換により差損が生
の場合 国庫納付、か を乗じた金額を国庫納付 じない場合に限る。 の場合 国庫納付 を乗じた金額を国庫納付 じない場合に限る。

つ、旧財産の する。 する。

処分制限期間

の残期間内、

新財産が補助

条件を承継す
ること

貸 付 有 償 収益について 貸付けにより生じる収益 貸 付 有 償 収益について 貸付けにより生じる収益

け （遊休期間内 国庫納付、か （貸付けによる収入から け （遊休期間内 国庫納付、か （貸付けによる収入から

の一時貸付け） つ、本来の補 管理費その他の貸付けに の一時貸付け） つ、本来の補 管理費その他の貸付けに

助目的の遂行 要する費用を差し引いた 助目的の遂行 要する費用を差し引いた

に影響を及ぼ 額）に国庫補助率を乗じ に影響を及ぼ 額）に国庫補助率を乗じ
さないこと た金額を国庫納付する。 さないこと た金額を国庫納付する。

無 償 本来の補助目 無 償 本来の補助目

（遊休期間内 的の遂行に影 （遊休期間内 的の遂行に影

の一時貸付け） 響を及ぼさな の一時貸付け） 響を及ぼさな

いこと いこと

長期間（１年 国庫納付 残存簿価又は時価評価額 長期間（１年 国庫納付 残存簿価又は時価評価額
以上）の貸付 のいずれか高い金額に国 以上）の貸付 のいずれか高い金額に国

け 庫補助率を乗じた金額を け 庫補助率を乗じた金額を

国庫納付する。（注４）な 国庫納付する。なお、漁
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お、漁港漁場整備法(昭和 港漁場整備法(昭和25年法

25年法律第137号)第37条 律第137号)第37条の２の

の２の規定により認定を 規定により認定を受けた

受けた場合は、貸付けに 場合は、貸付けにより生
より生じる収益（貸付け じる収益（貸付けによる

による収入から管理費そ 収入から管理費その他の

の他の貸付けに要する費 貸付けに要する費用を差

用を差し引いた額）に国 し引いた額）に国庫補助

庫補助率を乗じた金額を 率を乗じた金額を国庫納

国庫納付する。 付する。
担保 補助残融資又 本来の補助目 担保 補助残融資又 本来の補助目

は補助目的の 的の遂行に影 は補助目的の 的の遂行に影

遂行上必要な 響を及ぼさな 遂行上必要な 響を及ぼさな

融資を受ける いこと 融資を受ける いこと

場合 場合

（注１）財産処分の承認時に定められた報告期間（又は処分制限期間の残期間内のいずれか短い期 （注１）財産処分の承認時に定められた報告期間（又は処分制限期間の残期間内のいずれか短い期
間）につき当該財産の利用状況を報告すること。 間）につき当該財産の利用状況を報告すること。

（注２）譲渡相手方が、財産処分の承認時に定められた報告期間（処分制限期間の残期間内）につ （注２）譲渡相手方が、財産処分の承認時に定められた報告期間（処分制限期間の残期間内）につ

き当該財産の利用状況を報告すること。 き当該財産の利用状況を報告すること。

（注３）他の法令に基づく許認可等(*)を受けた場合には、当該許認可等を証する書類の写しを承認 （注３）他の法令に基づく許認可等(*)を受けた場合には、当該許認可等を証する書類の写しを承

前に提出すること。 認前に提出すること。
(*)許認可等とは、行政手続法(平成５年法律第88号)第２条第３号に規定する許認可等をい (*)許認可等とは、行政手続法(平成５年法律第88号)第２条第３号に規定する許認可等をい

う。 う。

（注４）時価評価額の算出に係る不動産鑑定料が、近傍類似又は同種の財産の時価評価額を上回る （新設）

ことが明らかな場合においては、「残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額」を「残存

簿価」に、「譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額」を「譲渡契約額又

は残存簿価のいずれか高い金額」に読み替えることができる。
（備考１）上記の返還金算定方式による国庫補助金相当額の返還の上限は、処分する補助対象財産 （備考１）上記の返還金算定方式による国庫補助金相当額の返還の上限は、処分する補助対象財産

に係る国庫補助金等の支出額とする。 に係る国庫補助金等の支出額とする。

（備考２）国庫補助率については、確定補助率と国庫補助率が異なる場合は確定補助率の数値を用 （備考２）国庫補助率については、確定補助率と国庫補助率が異なる場合は確定補助率の数値を用

いること。 いること。

（備考３）農林水産大臣は、上記の処分区分又は承認条件により難い事情があると認める場合には、 （備考３）農林水産大臣は、上記の処分区分又は承認条件により難い事情があると認める場合には、

他の条件を付すことができる。 他の条件を付すことができる。

（備考４）第１０条により本表を適用する場合は、「補助目的」を「間接補助目的」に、「補助対象 （新設）

財産」を「間接補助対象財産」に、「補助条件」を「間接補助条件」に、それぞれ読み替える

ものとする。
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別表２（第４条及び第１１条関係） 別表２（第４条関係）

処分区分 承認条件 国庫納付額 適用条項 処分区分 承認条件 国庫納付額 適用条項

目的外使用 収益がない場合 － 第１項による 目的外使用 収益がない場合 － 第１項による

報告 報告
収益が見込まれ 国庫納付 財産処分により生じる収益 第２項による 収益が見込まれ 国庫納付 財産処分により生じる収益 第２項による

る場合 （損失補償金を含む。）に 申請 る場合 （損失補償金を含む。）に 申請

国庫補助率を乗じた金額を 国庫補助率を乗じた金額を

国庫納付する。 国庫納付する。

譲 渡 無 償 － 第１項による 譲 渡 無 償 － 第１項による

報告 報告
有 償 国庫納付 譲渡契約額、残存簿価又は 第２項による 有 償 国庫納付 譲渡契約額、残存簿価又は 第２項による

時価評価額のうち最も高い 申請 時価評価額のうち最も高い 申請

金額に国庫補助率を乗じた 金額に国庫補助率を乗じた

金額を国庫納付する。（注） 金額を国庫納付する。

貸付け 無 償 － 第１項による 貸付け 無 償 － 第１項による

報告 報告

有 償 国庫納付 貸付けにより生じる収益 第２項による 有 償 国庫納付 貸付けにより生じる収益 第２項による

（貸付けによる収入から管 申請 （貸付けによる収入から管 申請
理費その他の貸付けに要す 理費その他の貸付けに要す

る費用を差し引いた額）に る費用を差し引いた額）に

国庫補助率を乗じた金額を 国庫補助率を乗じた金額を

国庫納付する。 国庫納付する。

市 町 市町村の合併 収益がない場合 － 第１項による 市 町 市町村の合併 収益がない場合 － 第１項による

村 合 の特例に関す 報告 村 合 の特例に関す 報告
併 に る法律 (昭和 収益が見込まれ 国庫納付 財産処分により生じる収益 第２項による 併 に る法律 (昭和 収益が見込まれ 国庫納付 財産処分により生じる収益 第２項による

伴 う 40年法律第６ る場合 （損失補償金を含む。）に 申請 伴 う 40年法律第６ る場合 （損失補償金を含む。）に 申請

も の 号)に基づく 国庫補助率を乗じた金額を も の 号)に基づく 国庫補助率を乗じた金額を

で 補 市町村建設計 国庫納付する。 で 補 市町村建設計 国庫納付する。

助 目 画又は市町村 助 目 画又は市町村

的 に の合併の特例 的 に の合併の特例
従 っ 等に関する法 従 っ 等に関する法

た 利 律（平成16年 た 利 律（平成16年

用 に 法律第59号） 用 に 法律第59号）

よ り に基づく合併 よ り に基づく合併

10年 市町村基本計 10年 市町村基本計

を 経 画に基づいて を 経 画に基づいて
過 し 財産処分され 過 し 財産処分され

て い る場合 て い る場合

ない な い
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もの もの

上記以外の場 収益がない場合 － 第２項による 上記以外の場 収益がない場合 － 第２項による

合（農林水産 申請 合（農林水産 申請
大臣が適当で 収益が見込まれ 国庫納付 財産処分により生じる収益 第２項による 大臣が適当で 収益が見込まれ 国庫納付 財産処分により生じる収益 第２項による

あると個別に る場合 （損失補償金を含む。）に 申請 あると個別に る場合 （損失補償金を含む。）に 申請

認めるものに 国庫補助率を乗じた金額を 認めるものに 国庫補助率を乗じた金額を

限る。） 国庫納付する。 限る。） 国庫納付する。

（注）時価評価額の算出に係る不動産鑑定料が、近傍類似又は同種の財産の時価評価額を上回るこ （新設）
とが明らかな場合においては、「譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額」

を「譲渡契約額又は残存簿価のいずれか高い金額」に読み替えることができる。

（備考１）上記の返還金算定方式による国庫補助金相当額の返還の上限は、処分する補助対象財産 （備考１）上記の返還金算定方式による国庫補助金相当額の返還の上限は、処分する補助対象財産

に係る国庫補助金等の支出額とする。 に係る国庫補助金等の支出額とする。

（備考２）国庫補助率については、確定補助率と国庫補助率が異なる場合は確定補助率の数値を用 （備考２）国庫補助率については、確定補助率と国庫補助率が異なる場合は確定補助率の数値を用

いること。 いること。

（備考３）第１１条により本表を適用する場合は、「補助目的」を「間接補助目的」に読み替えるも （新設）

のとする。
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別表３（第５条及び第１２条関係） 別表３（第５条関係）

処分区分 承認条件 国庫納付額 適用条項 処分区分 承認条件 国庫納付額 適用条項

目 的 補助目的に 自己の責任において － 第１項第１号 目 的 補助事業を 自己の責任において － 第１項第１号
外 使 従った補助 当該補助対象財産と による報告 外 使 中止しない 当該補助対象財産と による報告

用 対象財産の 同等の機能を有する 用 場合 同等の機能を有する

使用を継続 他の財産を新たに確 他の財産を新たに確

する場合 保し、補助目的に従 保し、補助事業を継

った使用を継続する 続する場合

場合
本来の補助目的の遂 － 第１項第１号 本来の補助目的の遂 － 第１項第１号

行に支障を及ぼさな による報告 行に支障を及ぼさな による報告

い範囲内において、 い範囲内において、

他の目的に自ら使用 他の目的に自ら使用

する場合 する場合

補助目的に 農林水産省が現在実 ※当該財産の利 第１項第１号 補助事業を 農林水産省が現在実 ※当該財産の利 第１項第１号

従った補助 施している補助事業 用計画等を変更 による報告 中止する場 施している補助事業 用計画等を変更 による報告

対象財産の 等で取得可能な補助 し、利用状況を 合 等で取得可能な補助 し、利用状況を

使用を中止 対象財産として自ら 報告 対象財産として自ら 報告

する場合 使用する場合 （報告書に記載） 使用する場合 （報告書に記載）

他の施設に機 収 益 移転先施設の利 第１項第２号 他の施設に機 収 益 移転先施設の利 第１項第２号

能を移転した が な 用計画等を変更 による申請 能を移転した が な 用計画等を変更 による申請

うえで、農林 い 場 し、利用状況を うえで、農林 い 場 し、利用状況を
水産業の振興 合 報告すること 水産業の振興 合 報告すること

を通じた地域 （注１） を通じた地域 （注１）

活性化又は公 活性化又は公

益の増進に資 収 益 国庫納付、かつ、 財産処分により生 第１項第２号 益の増進に資 収 益 国庫納付、かつ、 財産処分により生 第１項第２号

する目的で自 が 見 移転先施設の利 じる収益（損失補 による申請 する目的で自 が 見 移転先施設の利 じる収益（損失補 による申請

ら使用する場 込 ま 用計画等を変更 償金を含む。）に ら使用する場 込 ま 用計画等を変更 償金を含む。）に
合又は取り壊 れ る し、利用状況を 国庫補助率を乗じ 合又は取り壊 れ る し、利用状況を 国庫補助率を乗じ

す場合 場合 報告すること た金額を国庫納付 す場合 場合 報告すること た金額を国庫納付

（注１） する。 （注１） する。

上記以外の場合 国庫納付 残存簿価又は時価 第１項第２号 上記以外の場合 国庫納付 残存簿価又は時価 第１項第２号

評価額のいずれか による申請 評価額のいずれか による申請
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高い金額に国庫補 高い金額に国庫補

助率を乗じた金額 助率を乗じた金額

を国庫納付する。 を国庫納付する。

（注３）

譲渡 有 償 補助条件を承継する 国庫納付、かつ、 以下のア又はイの 第１項第２号 譲渡 有 償 補助条件を承継する 国庫納付、かつ、 以下のア又はイの 第１項第２号

場合又は農林水産省 当該財産の利用 いずれか低い金額 による申請 場合又は農林水産省 当該財産の利用 いずれか低い金額 による申請

が現在実施している 状況を報告する を国庫納付する。 が現在実施している 状況を報告する を国庫納付する。
補助事業等で取得可 こと（注２） ア）譲渡契約額に 補助事業等で取得可 こと（注２） ア）譲渡契約額に

能な補助対象財産と 国庫補助率を乗 能な補助対象財産と 国庫補助率を乗

して譲渡する場合 じた金額 して譲渡する場合 じた金額

イ）残存簿価又は イ）残存簿価又は

時価評価額のい 時価評価額のい

ずれか高い金額 ずれか高い金額
に補助事業実施 に補助事業実施

主体の負担割合 主体の負担割合

を乗じた額を譲 を乗じた額を譲

渡契約額から差 渡契約額から差

し引いた金額 し引いた金額
譲渡契約額－ 譲渡契約額－

｛残存簿価又 ｛残存簿価又

は時価評価額 は時価評価額

×補助事業実 ×補助事業実

施主体の負担 施主体の負担

割合（１－国 割合（１－国
庫補助率）｝ 庫補助率）｝

（注３）

無 償 譲渡先が国又は地方 － 第１項第１号 無 償 譲渡先が国又は地方 － 第１項第１号

公共団体の場合 による報告 公共団体の場合 による報告

譲 渡 先 補助条件を 当該財産の利用 第１項第２号 譲渡先 補 助 条件を 当該財産の利用 第１項第２号

が 国 又 承継する場 状況を報告する による申請 が国又 承 継 する場 状況を報告する による申請

は 地 方 合又は農林 こと（注２） は地方 合 又 は農林 こと（注２）
公 共 団 水産省が現 公共団 水 産 省が現

体 以 外 在実施して 体以外 在 実 施して

の場合 いる補助事 の場合 い る 補助事

業等で取得 業 等 で取得

可能な補助 可 能 な補助

対象財産と 対 象 財産と
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して譲渡す し て 譲渡す

る場合 る場合

農林水産省 国庫納付 残存簿価又は時価 第１項第２号 農 林 水産省 国庫納付 残存簿価又は時価 第１項第２号
が現在実施 評価額のいずれか による申請 が 現 在実施 評価額のいずれか による申請

している補 低い金額に国庫補 し て いる補 低い金額に国庫補

助事業等で 助率を乗じた金額 助 事 業等で 助率を乗じた金額

取得可能な を国庫納付する。 取 得 可能な を国庫納付する。

補助対象財 （注３） 補 助 対象財

産以外の財 産 以 外の財
産として譲 産 と して譲

渡する場合 渡する場合

上記以外の場合 国庫納付 譲渡契約額、残存 第１項第２号 上記以外の場合 国庫納付 譲渡契約額、残存 第１項第２号

簿価又は時価評価 による申請 簿価又は時価評価 による申請

額のうち最も高い 額のうち最も高い
金額に国庫補助率 金額に国庫補助率

を乗じた金額を国 を乗じた金額を国

庫納付する。（注 庫納付する。

３）

貸付 有 償 一定期間を定め、貸 国庫納付 貸付けにより生じ 第１項第２号 貸付 有 償 一定期間を定め、貸 国庫納付 貸付けにより生じ 第１項第２号

け 付期間の満了後は、 る収益（貸付けに による申請 け 付期間の満了後は、 る収益（貸付けに による申請

補助目的に従った補 よる収入から管理 補助事業等を行う場 よる収入から管理
助対象財産の使用を 費その他の貸付け 合 費その他の貸付け

行う場合 に要する費用を差 に要する費用を差

し引いた額）に国 し引いた額）に国

庫補助率を乗じた 庫補助率を乗じた

金額を国庫納付す 金額を国庫納付す

る。 る。

無 償 貸付先が国又は地方 － 第１項第１号 無 償 貸付先が国又は地方 － 第１項第１号

公共団体の場合 による報告 公共団体の場合 による報告
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貸 付 先 補助条件を 当該財産の利用 第１項第２号 貸付先 補助条件を 当該財産の利用 第１項第２号

が 国 又 承継する場 状況を報告する による申請 が国又 承継する場 状況を報告する による申請

は 地 方 合 こと（注２） は地方 合 こと（注２）
公 共 団 公共団

体 以 外 補助条件を 国庫納付 残存簿価又は時価 第１項第２号 体以外 補助条件を 国庫納付 残存簿価又は時価 第１項第２号

の場合 承継しない 評価額のいずれか による申請 の場合 承継しない 評価額のいずれか による申請

場合 低い金額に国庫補 場合 低い金額に国庫補

助率を乗じた金額 助率を乗じた金額

を国庫納付する。 を国庫納付する。
（注３）

上記以外の場合 国庫納付 残存簿価又は時価 第１項第２号 上記以外の場合 国庫納付 残存簿価又は時価 第１項第２号

評価額のいずれか による申請 評価額のいずれか による申請
高い金額に国庫補 高い金額に国庫補

助率を乗じた金額 助率を乗じた金額

を国庫納付する。 を国庫納付する。

（注３）

（注１）財産処分の承認時に定められた報告期間（又は処分制限期間の残期間内のいずれか短い期 （注１）財産処分の承認時に定められた報告期間（又は処分制限期間の残期間内のいずれか短い期
間）につき当該財産（又は施設）の利用状況を報告すること。 間）につき当該財産（又は施設）の利用状況を報告すること。

（注２）譲渡又は貸付け相手方が、財産処分の承認時に定められた報告期間（処分制限期間の残期 （注２）譲渡又は貸付け相手方が、財産処分の承認時に定められた報告期間（処分制限期間の残期

間内）につき当該財産の利用状況を報告すること。 間内）につき当該財産の利用状況を報告すること。

（注３）時価評価額の算出に係る不動産鑑定料が、近傍類似又は同種の財産の時価評価額を上回る （新設）

ことが明らかな場合においては、「残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額」を「残存簿

価」に、「譲渡契約額－｛残存簿価又は時価評価額×補助事業実施主体の負担割合（１－国庫
補助率）｝」を「譲渡契約額－｛残存簿価×補助事業実施主体の負担割合（１－国庫補助率）｝」

に、「残存簿価又は時価評価額のいずれか低い金額」を「残存簿価」に、「譲渡契約額、残存

簿価又は時価評価額のうち最も高い金額」を「譲渡契約額又は残存簿価のいずれか高い金額」

に読み替えることができる。

（備考１）上記の返還金算定方式による国庫補助金相当額の返還の上限は、処分する補助対象財産 （備考１）上記の返還金算定方式による国庫補助金相当額の返還の上限は、処分する補助対象財産

に係る国庫補助金等の支出額とする。 に係る国庫補助金等の支出額とする。

（備考２）国庫補助率については、確定補助率と国庫補助率が異なる場合は確定補助率の数値を用 （備考２）国庫補助率については、確定補助率と国庫補助率が異なる場合は確定補助率の数値を用

いること。 いること。

（備考３）第１２条により本表を適用する場合は、「補助目的」を「間接補助目的」に、「補助対象 （新設）

財産」を「間接補助対象財産」に、「農林水産省が現在実施している補助事業等で取得可能な

補助対象財産」を「農林水産省が現在実施している補助事業等又は間接補助事業等で取得可

能な補助対象財産又は間接補助対象財産」に、「補助条件」を「間接補助条件」に、「補助事

業実施主体」を「間接補助事業実施主体」に、それぞれ読み替えるものとする。
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別表４（第６条及び第１３条関係） 別表４（第６条関係）

処 分 区 分 承認条件 国庫納付額 処 分 区 分 承認条件 国庫納付額

目的 補 助 農林水産省が現在実施している 当該財産の利用 目的 補 助 農林水産省が現在実施している 当該施設の利用
外 使 目 的 補助事業等で取得可能な補助対 計 画 等 を 変 更 外 使 事 業 補助事業等で取得可能な補助対 計 画 等 を 変 更

用 に 従 象財産として自ら使用する場合 し、利用状況を 用 を 中 象施設として自ら使用する場合 し、利用状況を

っ た 報 告 す る こ と 止 す 報 告 す る こ と

補 助 （注１） る 場 （注１）

対 象 他の施設に機能を 収益がない 移転先財産の利 合 他の施設に機能を 収益がない 移転先施設の利

財 産 移転したうえで、 場合で、注 用計画等を変更 移転したうえで、 場合で、注 用計画等を変更
の 使 農林水産省が現在 ２に掲げる し、利用状況を 農林水産省が現在 ２に掲げる し、利用状況を

用 を 実施している補助 要件をすべ 報 告す ること 実施している補助 要件をすべ 報 告 す る こ と

中 止 事業等で取得可能 て満たすと （注１） 事業等で取得可能 て満たすと （注１）

す る な補助対象財産以 き な補助対象施設以 き

場合 外の財産として自 収益が見込 国庫納付、かつ、 財産処分により生じる収益 外の施設として自 収益が見込 国庫納付、かつ、財産処分により生じる収益

ら使用する場合又 まれる場合 移転先財産の利 （損失補償金を含む。）に国 ら使用する場合又 まれる場合 移転先施設の利 （損失補償金を含む。）に国
は取り壊す場合 で、注２に 用計画等を変更 庫補助率を乗じた金額を国 は取り壊す場合 で、注２に 用計画等を変更 庫補助率を乗じた金額を国

掲げる要件 し、利用状況を 庫納付する。 掲げる要件 し、利用状況を 庫納付する。

をすべて満 報 告す ること をすべて満 報 告 す る こ と

たすとき （注１） たすとき （注１）

上記以外の場合 国庫納付 残存簿価又は時価評価額の 上記以外の場合 国庫納付 残存簿価又は時価評価額の

いずれか高い金額に国庫補 いずれか高い金額に国庫補
助率を乗じた金額を国庫納 助率を乗じた金額を国庫納

付する。（注４） 付する。

譲渡 有償 補助条件を承継する場合又は農 国庫納付、かつ、 以下のア又はイのいずれか 譲渡 有償 補助条件を承継する場合又は農 国庫納付、かつ、以下のア又はイのいずれか

林水産省が現在実施している補 当該財産の利用 低い金額を国庫納付する。 林水産省が現在実施している補 当該施設の利用 低い金額を国庫納付する。

助事業等で取得可能な補助対象 状況を報告する ア）譲渡契約額に国庫補 助事業等で取得可能な補助対象 状況を報告する ア）譲渡契約額に国庫補助

財産として譲渡する場合 こと（注３） 助率を乗じた金額 施設として譲渡する場合 こと（注３） 率を乗じた金額

イ）残存簿価又は時価評価 イ）残存簿価又は時価評価

額のいずれか高い金額に 額のいずれか高い金額に
補助事業実施主体の負担 補助事業実施主体の負担

割合を乗じた額を譲渡契 割合を乗じた額を譲渡契

約額から差し引いた金額 約額から差し引いた金額
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譲渡契約額－｛残存簿 譲渡契約額－｛残存簿価

価又は時価評価額×補 又は時価評価額×補助事

助事業実施主体の負担 業実施主体の負担割合

割合（１－国庫補助率）｝ （１－国庫補助率）｝
（注４）

農林水産省が現在実施している 国庫納付 譲渡契約額、残存簿価又は 農林水産省が現在実施している 国庫納付 譲渡契約額、残存簿価又は
補助事業等で取得可能な補助対 時価評価額のうち最も高い 補助事業等で取得可能な補助対 時価評価額のうち最も高い

象財産以外の財産として譲渡す 金額に国庫補助率を乗じた 象施設以外の施設として譲渡す 金額に国庫補助率を乗じた

る場合 金額を国庫納付する。（注４） る場合 金額を国庫納付する。

無償 補助条件を承継する場合又は農 当該財産の利用 無償 補助条件を承継する場合又は農 当該施設の利用

林水産省が現在実施している補 状況を報告する 林水産省が現在実施している補 状況を報告する
助事業等で取得可能な補助対象 こと（注３） 助事業等で取得可能な補助対象 こと（注３）

財産として譲渡する場合 施設として譲渡する場合

農林水産省が現在実施している 国庫納付 残存簿価又は時価評価額の 農林水産省が現在実施している 国庫納付 残存簿価又は時価評価額の

補助事業等で取得可能な補助対 いずれか高い金額に国庫補 補助事業等で取得可能な補助対 いずれか高い金額に国庫補

象財産以外の財産として譲渡す 助率を乗じた金額を国庫納 象施設以外の施設として譲渡す 助率を乗じた金額を国庫納
る場合 付する。（注４） る場合 付する。

（注１）財産処分の承認時に定められた報告期間（又は処分制限期間の残期間内のいずれか短い期 （注１）財産処分の承認時に定められた報告期間（又は処分制限期間の残期間内のいずれか短い期
間）につき当該財産の利用状況を報告すること。 間）につき当該施設の利用状況を報告すること。

（注２） （注２）

(1) 当該財産を現状のまま維持し続けた場合は、経済的負担の発生が見込まれること。 (1) 当該施設を現状のまま維持し続けた場合は、経済的負担の発生が見込まれること。

(2) 当該財産を農林水産省が現在実施している補助事業等で取得可能な補助対象財産として利用 (2) 当該施設を農林水産省が現在実施している補助事業等で取得可能な他の補助対象施設として

することが困難であること。 利用することが困難であること。

(3) 当該処分（取り壊しの場合はその跡地利用を含む）が、農林水産業の振興を通じた地域活性 (3) 当該処分（取り壊しの場合はその跡地利用を含む）が、農林水産業の振興を通じた地域活性
化又は公益の増進に資するものであること。 化又は公益の増進に資するものであること。

(4) 補助事業等で整備した財産に機能を移転する場合には、当該機能移転先財産における補助事 (4) 補助事業等で整備した施設に機能を移転する場合には、当該機能移転先施設における補助事

業等の遂行に支障を来さないこと。 業等の遂行に支障を来さないこと。



- 12 -

(5) 当該財産の事業内容、財産処分の内容、(1)～(4)の事項について広報誌等により公表するこ (5) 当該施設の事業内容、財産処分の内容、(1)～(4)の事項について広報誌等により公表するこ

と。（なお、この場合、地方農政局等のホームページに掲載する。） と。（なお、この場合、地方農政局等のホームページに掲載する。）

（注３）譲渡相手方が、財産処分の承認時に定められた報告期間（処分制限期間の残期間内）につ （注３）譲渡相手方が、財産処分の承認時に定められた報告期間（処分制限期間の残期間内）につ

き当該財産の利用状況を報告すること。 き当該施設の利用状況を報告すること。
（注４）時価評価額の算出に係る不動産鑑定料が、近傍類似又は同種の財産の時価評価額を上回る （新設）

ことが明らかな場合においては、「残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額」を「残存簿

価」に、「譲渡契約額－｛残存簿価又は時価評価額×補助事業実施主体の負担割合（１－国庫

補助率）｝」を「譲渡契約額－｛残存簿価×補助事業実施主体の負担割合（１－国庫補助率）｝」

に、「譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額」を「譲渡契約額又は残存簿

価のいずれか高い金額」に読み替えることができる。
（備考１）上記の返還金算定方式による国庫補助金相当額の返還の上限は、処分する補助対象財産 （備考１）上記の返還金算定方式による国庫補助金相当額の返還の上限は、処分する補助対象財産

に係る国庫補助金等の支出額とする。 に係る国庫補助金等の支出額とする。

（備考２）国庫補助率については、確定補助率と国庫補助率が異なる場合は確定補助率の数値を用 （備考２）国庫補助率については、確定補助率と国庫補助率が異なる場合は確定補助率の数値を用

いること。 いること。

（備考３）第１３条により本表を適用する場合は、「補助目的」を「間接補助目的」に、「農林水産 （新設）

省が現在実施している補助事業等で取得可能な補助対象財産」を「農林水産省が現在実施し

ている補助事業等又は間接補助事業等で取得可能な補助対象財産又は間接補助対象財産」に、

「補助条件」を「間接補助条件」に、「補助対象財産」を「間接補助対象財産」に、「補助事

業実施主体」を「間接補助事業実施主体」に、「補助事業等で整備した財産」を「間接補助事

業等で整備した財産」に、「補助事業等の遂行」を「間接補助事業等の遂行」に、それぞれ読

み替えるものとする。
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別表５（第６条及び第１３条関係） 別表５（第６条関係）

補 助 事 業 名
事業実施年度

備 考 補 助 事 業 名
事業実施年度

備 考
始期 終期 始期 終期

沖縄振興公共投資交付金（うち農山漁村地域整備に関 平成24年度 大臣官房、 沖縄振興公共投資交付金（うち農山漁村地域整備に関 平成24年度 大臣官房、

する事業（農業農村基盤整備事業（土地改良施設及び 食料産業局、 する事業（農業農村基盤整備事業（土地改良施設及び 食料産業局、

農業集落排水施設を除く。）、森林居住環境整備事業、 生産局、農村 農業集落排水施設を除く。）、森林居住環境整備事業、 生産局、農村

地域水産物供給基盤整備事業、漁港環境整備事業及び 振興局、林野 地域水産物供給基盤整備事業、漁港環境整備事業及び 振興局、林野

漁村再生交付金事業に限る。）、農山漁村活性化対策整 庁、水産庁 漁村再生交付金事業に限る。）、農山漁村活性化対策整 庁、水産庁

備に関する事業（土地改良施設を除く。）、農業・食品 備に関する事業（土地改良施設を除く。）、農業・食品
産業強化対策整備に関する事業、水産業強化対策整備 産業強化対策整備に関する事業、水産業強化対策整備

に関する事業及び沖縄林業構造確立施設の整備に関す に関する事業及び沖縄林業構造確立施設の整備に関す

る事業（経営確立促進調査事業を除く。）に限る。） る事業（経営確立促進調査事業を除く。）に限る。）

東日本大震災復興交付金（うち農山漁村地域復興基盤 平成23年度 大臣官房 東日本大震災復興交付金（うち農山漁村地域復興基盤 平成23年度 大臣官房

総合整備事業（土地改良施設及び農業集落排水施設を 総合整備事業（土地改良施設及び農業集落排水施設を
除く。）、 農山漁村活性化プロジェクト支援（復興対 除く。）、 農山漁村活性化プロジェクト支援（復興対

策）事業（土地改良施設を除く。）、漁港施設機能強化 策）事業（土地改良施設を除く。）、漁港施設機能強化

事業及び水産業共同利用施設復興整備事業に限る。） 事業及び水産業共同利用施設復興整備事業に限る。）

福島再生加速化交付金（うち農山村地域復興基盤総合 平成26年度 大臣官房 福島再生加速化交付金（うち農山村地域復興基盤総合 平成26年度 大臣官房
整備事業（土地改良施設、農業集落排水施設を除く。） 整備事業（土地改良施設、農業集落排水施設を除く。）

及び農山漁村活性化プロジェクト支援（福島復興対策） 及び農山漁村活性化プロジェクト支援（福島復興対策）

事業（土地改良施設を除く。）に限る。） 事業（土地改良施設を除く。）に限る。）

東日本大震災復興推進事業（うち安全・安心な農業生 平成23年度 大臣官房 東日本大震災復興推進事業（うち安全・安心な農業生 平成23年度 大臣官房

産回復事業及び津波被災地域における海岸防災林の活 産回復事業及び津波被災地域における海岸防災林の活

用を推進するための調査事業を除く。） 用を推進するための調査事業を除く。）
消費・安全対策交付金 平成17年度 消費・安全局 消費・安全対策交付金 平成17年度 消費・安全局

地域バイオマス産業化整備事業 平成25年度 食料産業局 地域バイオマス産業化整備事業 平成25年度 食料産業局

６次産業化ネットワーク活動整備交付金 平成25年度 食料産業局 ６次産業化ネットワーク活動整備交付金 平成25年度 食料産業局

バイオマスの環づくり交付金 平成17年度 平成18年度 食料産業局 バイオマスの環づくり交付金 平成17年度 平成18年度 食料産業局

バイオマス生活創造構想整備事業 平成17年度 平成18年度 食料産業局 バイオマス生活創造構想整備事業 平成17年度 平成18年度 食料産業局

地域バイオマス利活用整備交付金 平成19年度 平成22年度 食料産業局、 地域バイオマス利活用整備交付金 平成19年度 平成22年度 食料産業局、

生産局、農村 生産局、農村

振興局 振興局

バイオ燃料地域利用モデル実証整備交付金 平成19年度 平成22年度 食料産業局、 バイオ燃料地域利用モデル実証整備交付金 平成19年度 平成22年度 食料産業局、
農村振興局 農村振興局

食品産業競争力強化対策事業 平成20年度 平成21年度 食料産業局 食品産業競争力強化対策事業 平成20年度 平成21年度 食料産業局

地域資源利用型産業創出緊急対策事業 平成21年度 平成21年度 食料産業局 地域資源利用型産業創出緊急対策事業 平成21年度 平成21年度 食料産業局
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資源循環型地域活力向上対策事業 平成22年度 平成22年度 食料産業局 資源循環型地域活力向上対策事業 平成22年度 平成22年度 食料産業局

農林水産分野における太陽光エネルギー利用推進事業 平成22年度 平成22年度 食料産業局 農林水産分野における太陽光エネルギー利用推進事業 平成22年度 平成22年度 食料産業局

農商工等連携促進施設整備支援事業 平成22年度 平成22年度 食料産業局 農商工等連携促進施設整備支援事業 平成22年度 平成22年度 食料産業局

卸売市場施設災害復旧事業 平成23年度 平成23年度 食料産業局 卸売市場施設災害復旧事業 平成23年度 平成23年度 食料産業局
バイオマス地域利活用整備交付金 平成23年度 平成23年度 食料産業局 バイオマス地域利活用整備交付金 平成23年度 平成23年度 食料産業局

未来を切り拓く６次産業創出推進事業 平成23年度 平成24年度 食料産業局 未来を切り拓く６次産業創出推進事業 平成23年度 平成24年度 食料産業局

未来を切り拓く６次産業創出事業 平成23年度 平成24年度 食料産業局 未来を切り拓く６次産業創出事業 平成23年度 平成24年度 食料産業局

東日本大震災復旧・復興農山漁村６次産業化対策整備 平成23年度 平成24年度 食料産業局 東日本大震災復旧・復興農山漁村６次産業化対策整備 平成23年度 平成24年度 食料産業局

事業 事業

新産業創出推進事業 平成24年度 平成24年度 食料産業局 新産業創出推進事業 平成24年度 平成24年度 食料産業局
新産業創出事業 平成24年度 平成24年度 食料産業局 新産業創出事業 平成24年度 平成24年度 食料産業局

農山漁村再生可能エネルギー導入事業 平成24年度 平成24年度 食料産業局 農山漁村再生可能エネルギー導入事業 平成24年度 平成24年度 食料産業局

６次産業化整備支援事業 平成25年度 平成25年度 食料産業局 ６次産業化整備支援事業 平成25年度 平成25年度 食料産業局

緑と水の環境技術革命プロジェクト事業 平成25年度 平成26年度 食料産業局 緑と水の環境技術革命プロジェクト事業 平成25年度 平成26年度 食料産業局

６次産業化ネットワーク活動整備事業 平成26年度 平成26年度 食料産業局 ６次産業化ネットワーク活動整備事業 平成26年度 平成26年度 食料産業局

品目別輸出促進緊急対策事業（うち、農産物輸出コス 平成28年度 生産局 （追加） （追加） （追加） （追加）
ト低減対策特別支援事業に限る。）

産地活性化総合対策事業 平成22年度 生産局 産地活性化総合対策事業 平成22年度 生産局

産地パワーアップ事業 平成27年度 生産局 （追加） （追加） （追加） （追加）

酪農経営体生産性向上緊急対策事業 平成29年度 生産局 （追加） （追加） （追加） （追加）

産地リスク軽減技術総合対策事業 平成27年度 生産局 産地リスク軽減技術総合対策事業 平成27年度 生産局
（削る。） （削る。） （削る。） （削る。） 次世代施設園芸導入加速化支援事業 平成25年度 生産局

次世代施設園芸拡大支援事業 平成29年度 生産局 （追加） （追加） （追加） （追加）

強い農業づくり交付金 平成17年度 生産局、 強い農業づくり交付金 平成17年度 生産局、

食料産業局、 食料産業局、

経営局 経営局

オーガニック・エコ農産物安定供給体制構築事業 平成28年度 生産局 オーガニック・エコ農産物安定供給体制構築事業 平成28年度 生産局
東日本大震災農業生産対策交付金 平成23年度 生産局、 東日本大震災農業生産対策交付金 平成23年度 生産局、

食料産業局、 食料産業局、

経営局 経営局

（削る。） （削る。） （削る。） （削る。） 生産振興総合対策事業 平成14年度 平成16年度 生産局

（削る。） （削る。） （削る。） （削る。） 輸入急増農産物対応特別対策事業 平成14年度 平成16年度 生産局

農業・食品産業競争力強化支援事業 平成17年度 平成22年度 生産局、 農業・食品産業競争力強化支援事業 平成17年度 平成22年度 生産局、
食料産業局, 食料産業局,

経営局 経営局

国内産糖・いもでん粉産地緊急構造改革支援事業 平成19年度 平成22年度 生産局 国内産糖・いもでん粉産地緊急構造改革支援事業 平成19年度 平成22年度 生産局

産地生産拡大プロジェクト支援事業 平成20年度 平成21年度 生産局 産地生産拡大プロジェクト支援事業 平成20年度 平成21年度 生産局

有機農業総合支援対策 平成20年度 平成21年度 生産局 有機農業総合支援対策 平成20年度 平成21年度 生産局

農業生産地球温暖化総合対策事業 平成20年度 平成21年度 生産局 農業生産地球温暖化総合対策事業 平成20年度 平成21年度 生産局
食料自給率向上・産地再生緊急対策交付金 平成22年度 平成22年度 生産局 食料自給率向上・産地再生緊急対策交付金 平成22年度 平成22年度 生産局

生産環境総合対策事業 平成22年度 平成26年度 生産局 生産環境総合対策事業 平成22年度 平成26年度 生産局

葉たばこ作付転換緊急対策事業 平成23年度 平成23年度 生産局 葉たばこ作付転換緊急対策事業 平成23年度 平成23年度 生産局
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戦略作物生産拡大関連施設緊急整備事業 平成23年度 平成23年度 生産局 戦略作物生産拡大関連施設緊急整備事業 平成23年度 平成23年度 生産局

さとうきび等安定生産体制緊急確立事業 平成24年度 平成24年度 生産局 さとうきび等安定生産体制緊急確立事業 平成24年度 平成24年度 生産局

産地再生関連施設緊急整備事業 平成24年度 平成24年度 生産局 産地再生関連施設緊急整備事業 平成24年度 平成24年度 生産局

輸出対応型生産・出荷施設緊急整備事業 平成24年度 平成24年度 生産局 輸出対応型生産・出荷施設緊急整備事業 平成24年度 平成24年度 生産局
畜産農家段階放射性物質モニタリング体制構築事業 平成25年度 平成27年度 生産局 畜産農家段階放射性物質モニタリング体制構築事業 平成25年度 平成27年度 生産局

次世代施設園芸導入加速化支援事業 平成25年度 平成28年度 生産局 （追加） （追加） （追加） （追加）

畜産競争力強化緊急対策事業（畜産収益力強化緊急支 平成26年度 平成26年度 生産局 畜産競争力強化緊急対策事業（畜産収益力強化緊急支 平成26年度 平成26年度 生産局

援事業を除く。） 援事業を除く。）

配合飼料供給体制整備促進事業 平成26年度 平成26年度 生産局 配合飼料供給体制整備促進事業 平成26年度 平成26年度 生産局

甘味資源作物安定生産体制緊急確立事業 平成26年度 平成26年度 生産局 甘味資源作物安定生産体制緊急確立事業 平成26年度 平成26年度 生産局
（削る。） （削る。） （削る。） （削る。） 加工施設再編等緊急対策事業 平成27年度 平成27年度 生産局、

政策統括官

（削る。） （削る。） （削る。） （削る。） 農畜産物輸出拡大施設整備事業 平成27年度 平成27年度 生産局、

食料産業局

畜産競争力強化対策整備事業 平成27年度 平成27年度 生産局 畜産競争力強化対策整備事業 平成27年度 平成27年度 生産局

農畜産物輸出拡大施設整備事業 平成27年度 平成27年度 生産局、 （追加） （追加） （追加） （追加）
食料産業局

加工施設再編等緊急対策事業 平成27年度 平成28年度 生産局、 （追加） （追加） （追加） （追加）

政策統括官

飼料生産基盤利活用促進緊急対策事業 平成28年度 平成28年度 生産局 （追加） （追加） （追加） （追加）

農業人材力強化総合支援事業（農業経営確立支援事業 平成24年度 経営局 新規就農・経営継承総合支援事業（農業者育成支援事 平成24年度 経営局
に限る。） 業に限る。）

特定地域経営支援対策事業 昭和51年度 特定地域経営支援対策事業 昭和51年度 経営局

（削る。） （削る。） （削る。） （削る。） 経営構造対策事業 平成12年度 平成16年度 経営局

（削る。） （削る。） （削る。） （削る。） 農業研修教育・農業総合支援センター施設整備事業 平成12年度 平成16年度 経営局

（削る。） （削る。） （削る。） （削る。） アグリ・チャレンジャー支援事業 平成14年度 平成16年度 経営局

（削る。） （削る。） （削る。） （削る。） 販路開拓緊急対策事業 平成14年度 平成16年度 経営局
（削る。） （削る。） （削る。） （削る。） 経営支援情報化施設整備事業 平成15年度 平成16年度 経営局

（削る。） （削る。） （削る。） （削る。） 水田農業経営構造確立緊急対策事業 平成16年度 平成16年度 経営局

地域雇用拡大型農業経営確立緊急対策事業（うち共同 平成20年度 平成20年度 経営局 地域雇用拡大型農業経営確立緊急対策事業（うち共同 平成20年度 平成20年度 経営局

利用施設補助事業に限る。） 利用施設補助事業に限る。）

集落営農法人化等緊急整備推進事業 平成21年度 平成21年度 経営局 集落営農法人化等緊急整備推進事業 平成21年度 平成21年度 経営局

農業主導型６次産業化整備事業 平成22年度 平成22年度 経営局 農業主導型６次産業化整備事業 平成22年度 平成22年度 経営局
経営体育成交付金（うち集落営農補助事業及び共同利 平成22年度 平成24年度 経営局 経営体育成交付金（うち集落営農補助事業及び共同利 平成22年度 平成24年度 経営局

用施設補助事業に限る。） 用施設補助事業に限る。）

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金 平成21年度 農村振興局 耕作放棄地再生利用緊急対策交付金 平成21年度 農村振興局

中山間地域所得向上支援事業 平成28年度 農村振興局 （追加） （追加） （追加） （追加）

農地耕作条件改善事業 平成28年度 農村振興局 農地耕作条件改善事業 平成28年度 農村振興局

荒廃農地等利活用促進交付金 平成29年度 農村振興局 （追加） （追加） （追加） （追加）
特殊自然災害対策施設緊急整備事業 平成24年度 農村振興局 特殊自然災害対策施設緊急整備事業 平成24年度 農村振興局
農業農村整備事業（土地改良施設、農業集落排水施設 平成３年度 農村振興局、 農業農村整備事業（土地改良施設、農業集落排水施設 平成３年度 農村振興局、
及び林業集落排水施設並びに漁村生活環境基盤施設を 生産局 及び林業集落排水施設並びに漁村生活環境基盤施設を 生産局
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除く。） 除く。）

美しい農村再生支援事業 平成26年度 農村振興局 美しい農村再生支援事業 平成26年度 農村振興局

都市農業機能発揮整備事業 平成27年度 農村振興局 都市農業機能発揮整備事業 平成27年度 農村振興局

農山漁村振興交付金（うち農山漁村振興整備交付金に 平成28年度 農村振興局 農山漁村振興交付金（うち農山漁村活性化整備対策） 平成28年度 農村振興局
限る。）

鳥獣被害防止総合対策交付金 平成20年度 農村振興局 鳥獣被害防止総合対策交付金 平成20年度 農村振興局

農山漁村地域整備交付金（うち農業農村基盤整備事業 平成22年度 農村振興局、 農山漁村地域整備交付金（うち農業農村基盤整備事業 平成22年度 農村振興局、
（土地改良施設及び農業集落排水施設を除く。）、森林 生産局、 林 （土地改良施設及び農業集落排水施設を除く。）、森林 生産局、 林
居住環境整備事業、水産物供給基盤整備事業、漁港環 野庁、水産庁 居住環境整備事業、水産物供給基盤整備事業、漁港環 野庁、水産庁
境整備事業及び漁村再生交付金事業に限る。） 境整備事業及び漁村再生交付金事業に限る。）

被災土地改良区復興支援事業 平成23年度 農村振興局 被災土地改良区復興支援事業 平成23年度 農村振興局

農村地域復興再生基盤総合整備事業 平成24年度 農村振興局 農村地域復興再生基盤総合整備事業 平成24年度 農村振興局

農山漁村おみやげ農畜産物販売促進整備事業 平成27年度 農 村 振 興 局 農山漁村おみやげ農畜産物販売促進整備事業 平成27年度 農村振興局

（削る。） （削る。） （削る。） （削る。） 離島・へき地電気導入事業 平成12年度 平成16年度 農村振興局

元気な地域づくり交付金 平成17年度 平成18年度 農村振興局 元気な地域づくり交付金 平成17年度 平成18年度 農村振興局

広域連携共生・対流等整備交付金 平成19年度 平成22年度 農村振興局 広域連携共生・対流等整備交付金 平成19年度 平成22年度 農村振興局

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 平成19年度 平成27年度 農村振興局 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 平成19年度 平成27年度 農村振興局

低炭素むらづくりモデル支援事業 平成21年度 平成25年度 農村振興局 低炭素むらづくりモデル支援事業 平成21年度 平成25年度 農村振興局

食と地域の交流促進対策整備交付金 平成23年度 平成24年度 農村振興局 食と地域の交流促進対策整備交付金 平成23年度 平成24年度 農村振興局

地域自主戦略交付金（うち農山漁村地域整備に関する 平成23年度 平成24年度 農村振興局、 地域自主戦略交付金（うち農山漁村地域整備に関する 平成23年度 平成24年度 農村振興局、

事業（農業農村基盤整備事業（土地改良施設、農業集 食料産業局、 事業（農業農村基盤整備事業（土地改良施設、農業集 食料産業局、
落排水施設及び林業集落排水施設並びに漁村生活環境 生産局、 落排水施設及び林業集落排水施設並びに漁村生活環境 生産局、
基盤施設を除く。）、森林居住環境整備事業、地域水産 林野庁、 基盤施設を除く。）、森林居住環境整備事業、地域水産 林野庁
物供給基盤整備事業、漁港環境整備事業及び漁村再生 水産庁 物供給基盤整備事業、漁港環境整備事業及び漁村再生 水産庁
交付金事業に限る。）、農山漁村活性化対策整備に関す 交付金事業に限る。）、農山漁村活性化対策整備に関す

る事業（土地改良施設を除く。）、農業・食品産業強化 る事業（土地改良施設を除く。）、農業・食品産業強化

対策整備に関する事業、水産業強化対策整備に関する 対策整備に関する事業、水産業強化対策整備に関する
事業及び森林整備・林業等振興整備に関する事業に限 事業及び森林整備・林業等振興整備に関する事業に限

る。） る。）

被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業 平成23年度 平成27年度 農村振興局 被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業 平成23年度 平成27年度 農村振興局

ため池等汚染拡散防止対策実証事業 平成24年度 平成26年度 農村振興局 ため池等汚染拡散防止対策実証事業 平成24年度 平成26年度 農村振興局

鳥獣被害防止施設緊急整備事業 平成24年度 平成24年度 農村振興局 鳥獣被害防止施設緊急整備事業 平成24年度 平成24年度 農村振興局

鳥獣被害防止緊急捕獲等対策 平成24年度 平成24年度 農村振興局 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策 平成24年度 平成24年度 農村振興局

「農」のある暮らしづくり整備交付金 平成25年度 平成26年度 農村振興局 「農」のある暮らしづくり整備交付金 平成25年度 平成26年度 農村振興局

都市農村共生・対流総合対策整備交付金 平成25年度 平成27年度 農村振興局 都市農村共生・対流総合対策整備交付金 平成25年度 平成27年度 農村振興局

小水力等再生可能エネルギー導入推進事業 平成26年度 平成26年度 農村振興局 小水力等再生可能エネルギー導入推進事業 平成26年度 平成26年度 農村振興局

甘味資源作物産地強化緊急対策事業 平成27年度 平成27年度 政策統括官 甘味資源作物産地強化緊急対策事業 平成27年度 平成27年度 政策統括官

甘味資源作物等産地確立緊急対策事業 平成28年度 平成28年度 政策統括官 （追加） （追加） （追加） （追加）

福島県浜地域農業再生研究拠点整備事業 平成25年度 平成25年度 農林水産技 福島県浜地域農業再生研究拠点整備事業 平成25年度 平成25年度 農林水産技

術会議事務局 術会議事務局
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農林水産業の革新的技術緊急展開事業 平成26年度 平成26年度 農林水産技 農林水産業の革新的技術緊急展開事業 平成26年度 平成26年度 農林水産技

術会議事務局 術会議事務局

農林水産業におけるロボット技術研究開発事業 平成26年度 平成26年度 農林水産技 農林水産業におけるロボット技術研究開発事業 平成26年度 平成26年度 農林水産技

術会議事務局 術会議事務局

苗木安定供給推進事業 平成25年度 林野庁 苗木安定供給推進事業 平成25年度 林野庁

新たな木材需要創出総合プロジェクト事業 平成27年度 林野庁 新たな木材需要創出総合プロジェクト事業 平成27年度 林野庁

合板・製材生産性強化対策 平成28年度 林野庁 （追加） （追加） （追加） （追加）

森林・林業再生基盤づくり交付金 平成25年度 林野庁 森林・林業再生基盤づくり交付金 平成25年度 林野庁

林業成長産業化地域創出モデル事業 平成29年度 林野庁 （追加） （追加） （追加） （追加）

放射性物質被害林産物処理支援事業 平成25年度 林野庁 放射性物質被害林産物処理支援事業 平成25年度 林野庁

放射性物質対処型森林・林業復興対策実証事業 平成24年度 林野庁 放射性物質対処型森林・林業復興対策実証事業 平成24年度 林野庁

特用林産施設体制整備事業 平成24年度 林野庁 特用林産施設体制整備事業 平成24年度 林野庁

木材加工流通施設等復旧対策事業 平成26年度 林野庁 木材加工流通施設等復旧対策事業 平成26年度 林野庁

森林整備加速化・林業再生事業 平成21年度 林野庁 森林整備加速化・林業再生事業 平成21年度 林野庁

合板・製材生産性強化対策事業 平成27年度 林野庁 合板・製材生産性強化対策事業 平成27年度 林野庁

（削る。） （削る。） （削る。） （削る。） 林業生産流通総合対策事業 平成10年度 平成16年度 林野庁

森林居住環境整備事業（林業集落排水施設を除く。） 平成14年度 平成24年度 林野庁 森林居住環境整備事業（林業集落排水施設を除く。） 平成14年度 平成24年度 林野庁

森林づくり交付金 平成17年度 平成19年度 林野庁 森林づくり交付金 平成17年度 平成19年度 林野庁

強い林業・木材産業づくり交付金 平成17年度 平成19年度 林野庁 強い林業・木材産業づくり交付金 平成17年度 平成19年度 林野庁

森林・林業・木材産業づくり交付金 平成20年度 平成24年度 林野庁 森林・林業・木材産業づくり交付金 平成20年度 平成24年度 林野庁

住宅分野における国産材需要拡大緊急対策支援事業 平成21年度 平成22年度 林野庁 住宅分野における国産材需要拡大緊急対策支援事業 平成21年度 平成22年度 林野庁

地域材利用加速化支援事業 平成21年度 平成22年度 林野庁 地域材利用加速化支援事業 平成21年度 平成22年度 林野庁

木材供給等緊急対策事業 平成23年度 平成23年度 林野庁 木材供給等緊急対策事業 平成23年度 平成23年度 林野庁

木材加工流通施設等復旧対策事業 平成23年度 平成23年度 林野庁 木材加工流通施設等復旧対策事業 平成23年度 平成23年度 林野庁

木質バイオマス関連施設整備事業 平成23年度 平成23年度 林野庁 木質バイオマス関連施設整備事業 平成23年度 平成23年度 林野庁

地域型住宅づくり支援事業 平成23年度 平成25年度 林野庁 地域型住宅づくり支援事業 平成23年度 平成25年度 林野庁

木造住宅・木造公共建築物等の構造部材開発等支援事 平成23年度 平成25年度 林野庁 木造住宅・木造公共建築物等の構造部材開発等支援事 平成23年度 平成25年度 林野庁

業 業

木質バイオマス産業化促進事業 平成25年度 平成25年度 林野庁 木質バイオマス産業化促進事業 平成25年度 平成25年度 林野庁

地域材利活用倍増戦略プロジェクト事業 平成26年度 平成26年度 林野庁 地域材利活用倍増戦略プロジェクト事業 平成26年度 平成26年度 林野庁

木材需要拡大緊急対策事業 平成26年度 平成26年度 林野庁 木材需要拡大緊急対策事業 平成26年度 平成26年度 林野庁

漁村振興対策地方公共団体整備費補助金 平成29年度 平成33年度 水産庁 （追加） （追加） （追加） （追加）
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水産物流通機能高度化対策事業 平成15年度 水産庁 水産物流通機能高度化対策事業 平成15年度 水産庁

水産物供給基盤整備事業 平成13年度 水産庁 水産物供給基盤整備事業 平成13年度 水産庁

水産資源環境整備事業 平成23年度 水産庁 水産資源環境整備事業 平成23年度 水産庁

水産業強化対策整備交付金 平成23年度 水産庁 水産業強化対策整備交付金 平成23年度 水産庁

地方創生港整備推進交付金 平成17年度 水産庁 地方創生港整備推進交付金 平成17年度 水産庁

福島県水産試験研究拠点整備事業 平成28年度 水産庁 福島県水産試験研究拠点整備事業 平成28年度 水産庁

水産業共同利用施設復旧整備費補助金 平成23年度 水産庁 水産業共同利用施設復旧整備費補助金 平成23年度 水産庁

ＨＡＣＣＰ対応のための施設改修等支援事業 平成24年度 水産庁 ＨＡＣＣＰ対応のための施設改修等支援事業 平成24年度 水産庁

漁港環境整備事業 昭和55年度 平成21年度 水産庁 漁港環境整備事業 昭和55年度 平成21年度 水産庁

漁村づくり総合整備事業 平成６年度 平成21年度 水産庁 漁村づくり総合整備事業 平成６年度 平成21年度 水産庁

（削る。） （削る。） （削る。） （削る。） 漁港高度利用促進対策事業 平成９年度 平成16年度 水産庁

（削る。） （削る。） （削る。） （削る。） 沖縄県水産業拠点強化構造改善特別対策事業 平成11年度 平成16年度 水産庁

（削る。） （削る。） （削る。） （削る。） 漁業経営構造改善事業 平成12年度 平成16年度 水産庁

（削る。） （削る。） （削る。） （削る。） 内水面漁業振興施設整備事業（内水面環境活用総合対 平成12年度 平成16年度 水産庁

策事業）

（削る。） （削る。） （削る。） （削る。） 水産物産地流通加工施設高度化対策事業 平成13年度 平成16年度 水産庁

（削る。） （削る。） （削る。） （削る。） 新漁村コミュニティ基盤整備事業 平成14年度 平成16年度 水産庁

（削る。） （削る。） （削る。） （削る。） 水産資源増強施設整備事業 平成16年度 平成16年度 水産庁

強い水産業づくり交付金 平成17年度 平成22年度 水産庁 強い水産業づくり交付金 平成17年度 平成22年度 水産庁

漁村再生交付金 平成17年度 平成22年度 水産庁 漁村再生交付金 平成17年度 平成22年度 水産庁

赤潮・磯焼け緊急対策事業 平成23年度 平成23年度 水産庁 赤潮・磯焼け緊急対策事業 平成23年度 平成23年度 水産庁

水産業競争力強化緊急事業 平成27年度 平成28年度 水産庁 水産業競争力強化緊急事業 平成27年度 平成27年度 水産庁

水産物輸出拡大施設整備事業 平成28年度 平成28年度 水産庁 （追加） （追加） （追加） （追加）

以上のほか、これら事業に先立って過去に実施されていた事業であって、これら
各局庁共通

以上のほか、これら事業に先立って過去に実施されていた事業であって、これら
各局庁共通

事業と同様の機能の施設を整備する事業 事業と同様の機能の施設を整備する事業
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別紙様式第１号（第３条第１項関係） 別紙様式１号（第３条第１項関係）

財産処分承認申請書 財産処分承認申請書
番 号 番 号
年 月 日 年 月 日

殿 殿

補助事業者等 氏 名 印 都道府県知事等 氏 名 印
又は住 所 又は住 所

団体名 団体名
代表者 氏 名 印 代表者 氏 名 印

○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助 ○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助
金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第22条の規定に 金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第22条の規定に
基づき、下記のとおり処分したいので、補助事業等により取得し、又は効用の増加した 基づき、下記のとおり処分したいので、補助事業等により取得し、又は効用の増加した
財産の処分等の承認基準第３条第１項の規定により、承認申請します。 財産の処分等の承認基準第３条第１項の規定により、承認申請します。

なお、本申請の承認後、当該承認に係る処分内容と異なる財産処分を行おうとする場 （追加）
合、当該承認に付された条件を満たすことができなくなった場合又は当該財産処分を取
りやめることにより補助目的に従った補助対象財産の使用を継続しようとする場合には、
速やかに貴職にその旨を報告し、指示に従うことといたします。

記 記

１ 処分の理由及び今後の利用方法等 １ 処分の理由及び今後の利用方法等
(1) 処分を行う理由 (1) 処分を行う理由

(2) 今後の利用方法（処分区分） (2) 今後の利用方法（処分区分）

(注) 今後の利用方法等、具体的に記述すること。 (注) 今後の利用方法等、具体的に記述すること。

（削る。） (3) 処分に対する補助事業者の意見（間接補助事業等の場合に限る。）

２ 処分の対象財産 ２ 処分の対象財産
（削る。） (1) 事業実施主体

(1) 財産の名称、補助事業名、所在、型式、数量 (2) 財産の名称、補助事業名、所在、型式、数量

(2) 事業費、補助金額、補助率 (3) 事業費、補助金額、補助率
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(3) 耐用年数（処分制限期間）、経過年数 (4) 耐用年数（処分制限期間）、経過年数

(4) 現況図面又は写真（添付） (5) 現況図面又は写真（添付）

３ 処分予定年月日 ３ 処分予定年月日

４ その他参考資料 ４ その他参考資料

(注１) 財産処分により収益が見込まれる場合には、収益の内容がわかる資料を (注１) 財産処分により収益が見込まれる場合には、収益の内容がわかる資料を
添付すること。 添付すること。

(注２) 処分区分の欄に掲げる「目的外使用」、「補助目的に従った補助対象財産 (注２) 処分区分の欄に掲げる「目的外使用」、「補助事業を中止する場合」で、
の使用を中止する場合」で、損失補償金を受ける場合には、次の資料を添 損失補償金を受ける場合には、次の資料を添付すること。
付すること。

① 補償契約書等の写し ① 補償契約書等の写し
② 取り壊し等の工事概要、事業費（予定） ② 取り壊し等の工事概要、事業費（予定）

(注３) 処分区分の欄に掲げる「譲渡」、「有償」で、備考欄を適用する場合に (注３) 処分区分の欄に掲げる「譲渡」、「有償」で、備考欄を適用する場合に
は、次のいずれかの資料を添付すること。 は、次のいずれかの資料を添付すること。

ア 農地所有適格法人化計画 ア 農地所有適格法人化計画
イ 上記計画を添付できない場合 イ 上記計画を添付できない場合

① 農地所有適格法人化計画類似の法人化計画 ① 農地所有適格法人化計画類似の法人化計画
② 新設法人への財産処分（承継）計画書 ② 新設法人への財産処分（承継）計画書
③ 発起人名簿又は定款案（集落営農組織の構成員が新設法人の主 ③ 発起人名簿又は定款案（集落営農組織の構成員が新設法人の主
たる組合員、社員又は株主であることが確認できるもの） たる組合員、社員又は株主であることが確認できるもの）

(注４) 漁港漁場整備法第37条の２の貸付けの場合には、貸付契約締結後、貸付 (注４) 漁港漁場整備法第37条の２の貸付けの場合には、貸付契約締結後、貸付
契約書を提出すること。 契約書を提出すること。

(注５) 処分区分の欄に掲げる「担保」で、補助目的の遂行上必要な融資を受け (注５) 処分区分の欄に掲げる「担保」で、補助目的の遂行上必要な融資を受け
る場合には、資金の使途、決算の状況、資金繰りの状況、収支計画及び返 る場合には、資金の使途、決算の状況、資金繰りの状況、収支計画及び返
済計画について確認できる資料を添付すること。 済計画について確認できる資料を添付すること。
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別紙様式第２号（第４条第１項関係） 別紙様式２号（第４条第１項関係）
（補助対象財産の所有者が地方公共団体である場合） （補助対象財産の所有者が地方公共団体である場合）

長期利用財産処分報告書 長期利用財産処分報告書
番 号 番 号
年 月 日 年 月 日

殿 殿

補助事業者等 氏 名 印 都道府県知事等 氏 名 印

○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助 ○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助
金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第22条の規定に 金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第22条の規定に
基づき、下記のとおり処分したいので、補助事業等により取得し、又は効用の増加した 基づき、下記のとおり処分したいので、補助事業等により取得し、又は効用の増加した
財産の処分等の承認基準第４条第１項の規定により、報告いたします。 財産の処分等の承認基準第４条第１項の規定により、報告いたします。

なお、本報告の受理後、当該報告に係る処分内容と異なる財産処分を行おうとする場 （追加）
合又は当該財産処分を取りやめることにより補助目的に従った補助対象財産の使用を継
続しようとする場合には、速やかに貴職にその旨を報告し、指示に従うことといたしま
す。

記 記

１ 処分の理由及び今後の利用方法等 １ 処分の理由及び今後の利用方法等
(1) 処分を行う理由 (1) 処分を行う理由

(注) 近年における急速な少子高齢化の進展や産業構造の変化等の社会経済 (注) 近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情
情勢の変化に対応するため、又は既存ストックを効率的に活用した地域 勢の変化に対応するため、又既存ストックを効率的に活用した地域活性化
活性化を図るためのものであることを具体的に記述すること。 を図るためのものであることを具体的に記述すること。

(2) 今後の利用方法（処分区分） (2) 今後の利用方法（処分区分）

(注) 今後の利用方法等、具体的に記述すること。 (注) 今後の利用方法等、具体的に記述すること。

２ 処分の対象財産 ２ 処分の対象財産
(1) 財産の名称、補助事業名、所在、型式、数量 (1) 財産の名称、補助事業名、所在、型式、数量

(2) 事業費、補助金額、補助率 (2) 事業費、補助金額、補助率

(3) 耐用年数（処分制限期間）、経過年数 (3) 耐用年数（処分制限期間）、経過年数

(4) 現況図面又は写真（添付） (4) 現況図面又は写真（添付）
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３ 当該補助対象財産等に係る行政需要への対応状況等 ３ 当該補助対象財産等に係る行政需要への対応状況等
別添「行政需要対応状況届」の記載のとおり 別添「行政需要対応状況届」の記載のとおり

４ 処分予定年月日 ４ 処分予定年月日

５ その他参考資料 ５ その他参考資料

(注１) 当該補助対象財産と同等の機能を有する他の財産の確保が見込まれる場 (注１) 当該補助対象財産と同等の機能を有する他の財産の確保が見込まれる場
合には、その内容について、上記２の(1)から(4)までに準ずる内容がわか 合には、その内容について、上記２の(1)から(4)までに準ずる内容がわか
る資料を添付すること。 る資料を添付すること。

(注２) 市町村合併に伴う財産処分である場合には、その内容等がわかる資料を (注２) 市町村合併に伴う財産処分である場合には、その内容等がわかる資料を
添付すること。 添付すること。

(注３) 議会の承認、条例の改正等が必要な場合又は関係法令等により財産処分 (注３) 議会の承認、条例の改正等が必要な場合又は関係法令等により財産処分
に関係省庁の許認可等が必要である場合には、その手続の内容とスケジ に関係省庁の許認可等が必要である場合には、その手続きの内容とスケジ
ュール等がわかる資料を添付すること。 ュール等がわかる資料を添付すること。
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別添（別紙様式第２号関係） 別添（別紙様式２号関係）

行政需要対応状況届 行政需要対応状況届

１．当該補助対象財産の最近３年間の利用状況 １．当該補助対象財産の最近３年間の利用状況
当 初 の 最 近 ３ 年 間 の 利 用 状 況 当 初 の 最 近 ３ 年 間 の 利 用 状 況

補助対象財産の名称 利用計画 平成 年度 平成 年度 平成 年度 補助対象財産の名称 利用計画 平成 年度 平成 年度 平成 年度

２．当該補助対象財産に係る利用者等の要望 ２．当該補助対象財産に係る利用者等の要望

３．当該補助対象財産と同種の財産の整備状況 ３．当該補助対象財産と同種の財産の整備状況

同種の財産の名称 所 在 地 取得年月日 備 考 同種の財産の名称 取得年月日 備 考
所 在 地

４．当該補助事業等に関連する他の補助事業等の申請状況 ４．当該補助事業等に関連する他の補助事業等の申請状況
（ア）過去５年間の農林水産関係の補助事業等の申請状況（申請中のものを含む。） （ア）過去５年間の農林水産関係の補助事業等の申請状況（申請中のものを含む。）

補助対象財産の名称 取得年月日 備 考 補助事業等の名称 補助対象財産の名称 取得年月日 備 考

補助事業等の名称

(注) 申請中の場合は、補助対象財産の名称及び取得年月日は、予定を記入する (注) 申請中の場合は、補助対象財産の名称及び取得年月日は、予定を記入する
こと。 こと。

（イ）農林水産関係の補助事業等の当面の申請予定（計画中のものすべてを記入。） （イ）農林水産関係の補助事業等の当面の申請予定（計画中のものすべてを記入。）

補助事業等の名称 財産の名称 申請予定年度（予定額） 備 考 補助事業等の名称 財産の名称 申請予定年度（予定額） 備 考
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別紙様式第３号（第４条第２項関係） 別紙様式３号（第４条第２項関係）
（補助対象財産の所有者が地方公共団体である場合） （補助対象財産の所有者が地方公共団体である場合）

長期利用財産処分承認申請書 長期利用財産処分承認申請書
番 号 番 号
年 月 日 年 月 日

殿 殿

補助事業者等 氏 名 印 都道府県知事等 氏 名 印

○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助 ○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助
金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第22条の規定に 金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第22条の規定に
基づき、下記のとおり処分したいので、補助事業等により取得し、又は効用の増加した 基づき、下記のとおり処分したいので、補助事業等により取得し、又は効用の増加した
財産の処分等の承認基準第４条第２項の規定により、承認申請します。 財産の処分等の承認基準第４条第２項の規定により、承認申請します。

なお、本申請の承認後、当該承認に係る処分内容と異なる財産処分を行おうとする場 （追加）
合、当該承認に付された条件を満たすことができなくなった場合又は当該財産処分を取
りやめることにより補助目的に従った補助対象財産の使用を継続しようとする場合には、
速やかに貴職にその旨を報告し、指示に従うことといたします。

記 記

１ 処分の理由及び今後の利用方法等 １ 処分の理由及び今後の利用方法等
(1) 処分を行う理由 (1) 処分を行う理由

(注) 近年における急速な少子高齢化の進展や産業構造の変化等の社会経済 (注) 近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情
情勢の変化に対応するため、又は既存ストックを効率的に活用した地域活 勢の変化に対応するため、又既存ストックを効率的に活用した地域活性化
性化を図るためのものであることを具体的に記述すること。 を図るためのものであることを具体的に記述すること。

(2) 今後の利用方法（処分区分） (2) 今後の利用方法（処分区分）

(注) 今後の利用方法等、具体的に記述すること。 (注) 今後の利用方法等、具体的に記述すること。

２ 処分の対象財産 ２ 処分の対象財産
(1) 財産の名称、補助事業名、所在、型式、数量 (1) 財産の名称、補助事業名、所在、型式、数量

(2) 事業費、補助金額、補助率 (2) 事業費、補助金額、補助率

(3) 耐用年数（処分制限期間）、経過年数 (3) 耐用年数（処分制限期間）、経過年数

(4) 現況図面又は写真（添付） (4) 現況図面又は写真（添付）
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３ 当該補助対象財産等に係る行政需要への対応状況 ３ 当該補助対象財産等に係る行政需要への対応状況
別添「行政需要対応状況届」の記載のとおり 別添「行政需要対応状況届」の記載のとおり

４ 処分予定年月日 ４ 処分予定年月日

５ その他参考資料 ５ その他参考資料

(注１) 財産処分により収益が見込まれる場合には、収益の内容がわかる資料を (注１) 財産処分により収益が見込まれる場合には、収益の内容がわかる資料を
添付すること。 添付すること。

(注２) 市町村合併に伴う財産処分である場合には、その内容等がわかる資料を (注２) 市町村合併に伴う財産処分である場合には、その内容等がわかる資料を
添付すること。 添付すること。

(注３) 議会の承認、条例の改正等が必要な場合又は関係法令等により財産処分 (注３) 議会の承認、条例の改正等が必要な場合又は関係法令等により財産処分
に関係省庁の許認可等が必要である場合には、その手続の内容とスケジ に関係省庁の許認可等が必要である場合には、その手続きの内容とスケジ
ュール等がわかる資料を添付すること。 ュール等がわかる資料を添付すること。
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別添（別紙様式第３号関係） 別添（別紙様式３号関係）
行政需要対応状況届 行政需要対応状況届

１．当該補助対象財産の最近３年間の利用状況 １．当該補助対象財産の最近３年間の利用状況
当 初 の 最 近 ３ 年 間 の 利 用 状 況 当 初 の 最 近 ３ 年 間 の 利 用 状 況

補助対象財産の名称 利用計画 平成 年度 平成 年度 平成 年度 補助対象財産の名称 利用計画 平成 年度 平成 年度 平成 年度

２．当該補助対象財産に係る利用者等の要望 ２．当該補助対象財産に係る利用者等の要望

３．当該補助対象財産と同種の財産の整備状況 ３．当該補助対象財産と同種の財産の整備状況

同種の財産の名称 所在地 取得年月日 備考 同種の財産の名称 所在地 取得年月日 備考

４．当該補助事業等に関連する他の補助事業等の申請状況 ４．当該補助事業等に関連する他の補助事業等の申請状況
（ア）過去５年間の農林水産関係の補助事業等の申請状況（申請中のものを含む。） （ア）過去５年間の農林水産関係の補助事業等の申請状況（申請中のものを含む。）

補助事業等の名称 補助対象財産の名称 取得年月日 備考
補助事業等の名称 補助対象財産の名称 取得年月日 備考

（注）申請中の場合は、補助対象財産の名称及び取得年月日は、予定を記入する （注）申請中の場合は、補助対象財産の名称及び取得年月日は、予定を記入する
こと。 こと。

（イ）農林水産関係の補助事業等の当面の申請予定（計画中のものすべてを記入。） （イ）農林水産関係の補助事業等の当面の申請予定（計画中のものすべてを記入。）

補助事業等の名称 財産の名称 申請予定年度（予定額） 備考 申請予定年度（予定額）
補助事業等の名称 財産の名称 備考
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別紙様式第４号（第５条第１項第１号関係） 別紙様式４号（第５条第１項第１号関係）
（補助対象財産の所有者が地方公共団体以外の者である場合） （補助対象財産の所有者が地方公共団体以外の者である場合）

長期利用財産処分報告書 長期利用財産処分報告書
番 号 番 号
年 月 日 年 月 日

殿 殿

補助事業者等 氏 名 印 都道府県知事等 氏 名 印
又は住 所 又は住 所

団体名 団体名
代表者 氏 名 印 代表者 氏 名 印

○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助 ○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助
金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第22条の規定に 金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第22条の規定に
基づき、下記のとおり処分したいので、補助事業等により取得し、又は効用の増加した 基づき、下記のとおり処分したいので、補助事業等により取得し、又は効用の増加した
財産の処分等の承認基準第５条第１項第１号の規定により、報告いたします。 財産の処分等の承認基準第５条第１項第１号の規定により、報告いたします。

また、当該事業(又は現行の類似事業)の要綱・要領で定める期間又は処分制限期 なお、当該事業(又は現行の類似事業)の要綱・要領で定める期間又は処分制限期
間の残期間内のいずれか短い期間につき当該財産（又は施設）の利用状況を報告い 間の残期間内のいずれか短い期間につき当該財産（又は施設）の利用状況を報告い
たします。 たします。
なお、本報告の受理後、当該報告に係る処分内容と異なる財産処分を行おうとする場 （追加）

合、当該報告に係る条件を満たすことができなくなった場合又は当該財産処分を取りや
めることにより補助目的に従った補助対象財産の使用を継続しようとする場合には、速
やかに貴職にその旨を報告し、指示に従うことといたします。

記 記

１ 処分の理由及び今後の利用方法等 １ 処分の理由及び今後の利用方法等
(1) 処分を行う理由 (1) 処分を行う理由

(注) 近年における急速な少子高齢化の進展や産業構造の変化等の社会経済 (注) 近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情
情勢の変化に対応するため、又は既存ストックを効率的に活用した地域活 勢の変化に対応するため、又既存ストックを効率的に活用した地域活性化
性化を図るためのものであることを具体的に記述すること。 を図るためのものであることを具体的に記述すること。

(2) 今後の利用方法（処分区分） (2) 今後の利用方法（処分区分）

(注) 今後の利用方法等、具体的に記述すること。 (注) 今後の利用方法等、具体的に記述すること。
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（削る。） (3) 処分に対する補助事業者の意見（間接補助事業等の場合に限る。）

２ 処分の対象財産 ２ 処分の対象財産
（削る。） (1) 事業実施主体

(1) 財産の名称、補助事業名、所在、型式、数量 (2) 財産の名称、補助事業名、所在、型式、数量

(2) 事業費、補助金額、補助率 (3) 事業費、補助金額、補助率

(3) 耐用年数（処分制限期間）、経過年数 (4) 耐用年数（処分制限期間）、経過年数

(4) 現況図面又は写真（添付） (5) 現況図面又は写真（添付）

３ 当該補助対象財産等に係る需要への対応状況 ３ 当該補助対象財産等に係る需要への対応状況
別添「需要対応状況届」の記載のとおり 別添「需要対応状況届」の記載のとおり

４ 処分予定年月日 ４ 処分予定年月日

５ その他参考資料 ５ その他参考資料

(注１) 当該補助対象財産と同等の機能を有する他の財産を新たに確保し、補助 (注１) 当該補助対象財産と同等の機能を有する他の財産を新たに確保し、補助
目的に従った使用を継続する場合には、その機能について、上記２の(1)か 事業を継続する場合には、その機能について、上記２の(1)から(5)までに
ら(5)までに準ずる内容がわかる資料を添付すること。 準ずる内容がわかる資料を添付すること。

(注２) 処分区分の欄に掲げる「目的外使用」の「補助目的に従った補助対象財 (注２) 処分区分の欄に掲げる「目的外使用」の「補助事業を中止する場合」で
産の使用を中止する場合」で「農林水産省が現在実施している補助事業等 「農林水産省が現在実施している補助事業等で取得可能な補助対象財産と
で取得可能な補助対象財産として自ら使用する場合」には、なお書きを付
すこと。 して自ら使用する場合」には、なお書きを付すこと。
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別添（別紙様式第４号関係） 別添（別紙様式４号関係）

需要対応状況届 需要対応状況届

１．当該補助対象財産の最近３年間の利用状況 １．当該補助対象財産の最近３年間の利用状況
最 近 ３ 年 間 の 利 用 状 況 最 近 ３ 年 間 の 利 用 状 況

補助対象財産の名称
当 初 の

平成 年度 平成 年度 平成 年度
当 初 の

平成 年度 平成 年度 平成 年度利用計画 補助対象財産の名称 利用計画

２．当該補助対象財産に係る利用者等の要望 ２．当該補助対象財産に係る利用者等の要望

３．当該補助対象財産と同種の財産の整備状況 ３．当該補助対象財産と同種の財産の整備状況

同種の財産の名称 所 在 地 取得年月日 備 考 同種の財産の名称 所 在 地 取得年月日 備 考

４．当該補助事業等に関連する他の補助事業等の申請状況 ４．当該補助事業等に関連する他の補助事業等の申請状況
（ア）過去５年間の農林水産関係の補助事業等の申請状況（申請中のものを含む。） （ア）過去５年間の農林水産関係の補助事業等の申請状況（申請中のものを含む。）

補助事業等の名称 補助対象財産の名称 取得年月日 備 考 補助事業等の名称 補助対象財産の名称 取得年月日 備 考

(注) 申請中の場合は、補助対象財産の名称及び取得年月日は、予定を記入する (注) 申請中の場合は、補助対象財産の名称及び取得年月日は、予定を記入する
こと。 こと。

（イ）農林水産関係の補助事業等の当面の申請予定（計画中のものすべてを記入。） （イ）農林水産関係の補助事業等の当面の申請予定（計画中のものすべてを記入。）

補助事業等の名称 財産の名称 申請予定年度（予定額） 備 考 補助事業等の名称 財産の名称 申請予定年度（予定額） 備 考
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別紙様式第５号（第５条第１項第２号関係） 別紙様式５号（第５条第１項第２号関係）
（補助対象財産の所有者が地方公共団体以外の者である場合） （補助対象財産の所有者が地方公共団体以外の者である場合）

長期利用財産処分承認申請書 長期利用財産処分承認申請書
番 号 番 号
年 月 日 年 月 日

殿 殿

補助事業者等 氏 名 印 都道府県知事等 氏 名 印
又は住 所 又は住 所

団体名 団体名
代表者 氏 名 印 代表者 氏 名 印

○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助 ○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助
金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第22条の規定に 金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第22条の規定に
基づき、下記のとおり処分したいので、補助事業等により取得し、又は効用の増加した 基づき、下記のとおり処分したいので、補助事業等により取得し、又は効用の増加した
財産の処分等の承認基準第５条第１項第２号の規定により、承認申請します。 財産の処分等の承認基準第５条第１項第２号の規定により、承認申請します。

なお、本申請の承認後、当該承認に係る処分内容と異なる財産処分を行おうとする場 （追加）
合、当該承認に付された条件を満たすことができなくなった場合又は当該財産処分を取
りやめることにより補助目的に従った補助対象財産の使用を継続しようとする場合には、
速やかに貴職にその旨を報告し、指示に従うことといたします。

記 記

１ 処分の理由及び今後の利用方法等 １ 処分の理由及び今後の利用方法等
(1) 処分を行う理由 (1) 処分を行う理由

(注) 近年における急速な少子高齢化の進展や産業構造の変化等の社会経済 (注) 近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情
情勢の変化に対応するため、又は既存ストックを効率的に活用した地域活 勢の変化に対応するため、又既存ストックを効率的に活用した地域活性化
性化を図るためのものであることを具体的に記述すること。 を図るためのものであることを具体的に記述すること。

(2) 今後の利用方法（処分区分） (2) 今後の利用方法（処分区分）

(注) 今後の利用方法等、具体的に記述すること。 (注) 今後の利用方法等、具体的に記述すること。

（削る。） (3) 処分に対する補助事業者の意見（間接補助事業等の場合に限る。）

２ 処分の対象財産 ２ 処分の対象財産
（削る。） (1) 事業実施主体
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(1) 財産の名称、補助事業名、所在、型式、数量 (2) 財産の名称、補助事業名、所在、型式、数量

(2) 事業費、補助金額、補助率 (3) 事業費、補助金額、補助率

(3) 耐用年数（処分制限期間）、経過年数 (4) 耐用年数（処分制限期間）、経過年数

(4) 現況図面又は写真（添付） (5) 現況図面又は写真（添付）

３ 当該補助対象財産等に係る需要への対応状況 ３ 当該補助対象財産等に係る需要への対応状況
別添「需要対応状況届」の記載のとおり 別添「需要対応状況届」の記載のとおり

４ 処分予定年月日 ４ 処分予定年月日

５ その他参考資料 ５ その他参考資料

(注) 財産処分により収益が見込まれる場合には、収益の内容がわかる資料を添 (注) 財産処分により収益が見込まれる場合には、収益の内容がわかる資料を添
付すること。 付すること。
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別添（別紙様式第５号関係） 別添（別紙様式５号関係）

需要対応状況届 需要対応状況届

１．当該補助対象財産の最近３年間の利用状況 １．当該補助対象財産の最近３年間の利用状況
最 近 ３ 年 間 の 利 用 状 況 最 近 ３ 年 間 の 利 用 状 況

補助対象財産の名称
当 初 の

平成 年度 平成 年度 平成 年度
補助対象財産の名称

当 初 の

平成 年度 平成 年度 平成 年度利用計画 利用計画

２．当該補助対象財産に係る利用者等の要望 ２．当該補助対象財産に係る利用者等の要望

３．当該補助対象財産と同種の財産の整備状況 ３．当該補助対象財産と同種の財産の整備状況

同種の財産の名称 所 在 地 取得年月日 備 考 同種の財産の名称 所 在 地 取得年月日 備 考

４．当該補助事業等に関連する他の補助事業等の申請状況 ４．当該補助事業等に関連する他の補助事業等の申請状況
（ア）過去５年間の農林水産関係の補助事業等の申請状況（申請中のものを含む。） （ア）過去５年間の農林水産関係の補助事業等の申請状況（申請中のものを含む。）

補助事業等の名称 補助対象財産の名称 取得年月日 備 考 補助事業等の名称 補助対象財産の名称 取得年月日 備 考

(注) 申請中の場合は、補助対象財産の名称及び取得年月日は、予定を (注) 申請中の場合は、補助対象財産の名称及び取得年月日は、予定を
記入すること。 記入すること。

（イ）農林水産関係の補助事業等の当面の申請予定（計画中のものすべてを記入。） （イ）農林水産関係の補助事業等の当面の申請予定（計画中のものすべてを記入。）

補助事業等の名称 財産の名称 申請予定年度（予定額） 備 考 補助事業等の名称 申請予定年度（予定額） 備 考
財産の名称
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別紙様式第６号（第６条第１項関係） 別紙様式６号（第６条第１項関係）

利用困難財産処分承認申請書 利用困難財産処分承認申請書
番 号 番 号
年 月 日 年 月 日

殿 殿

補助事業者等 氏 名 印 都道府県知事等 氏 名 印
又は住 所 又は住 所

団体名 団体名
代表者 氏 名 印 代表者 氏 名 印

○○年度○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助金等 ○○年度○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助金等
に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第22条の規定に基づ に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第22条の規定に基づ
き、下記のとおり処分したいので、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産 き、下記のとおり処分したいので、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産
の処分等の承認基準第６条第１項の規定により、承認申請します。 の処分等の承認基準第６条第１項の規定により、承認申請します。

なお、本申請の承認後、当該承認に係る処分内容と異なる財産処分を行おうとする場 （追加）
合、当該承認に付された条件を満たすことができなくなった場合又は当該財産処分を取
りやめることにより補助目的に従った補助対象財産の使用を継続しようとする場合には、
速やかに貴職にその旨を報告し、指示に従うことといたします。

記 記

１ 処分の理由 １ 処分の理由
(1) 社会経済情勢の変化等の事情 (1) 社会経済情勢の変化等の事情

(注) 社会経済情勢の変化等により当初の補助目的に従った利用が困難となって (注) 社会経済情勢の変化等により当初の補助目的に従った利用が困難となって
いる事情を、以下の事項により具体的に記述すること。 いる事情を、以下の事項により具体的に記述すること。

(ア) 補助事業等の開始時には予見できなかった社会経済情勢の変化 (ア) 補助事業等の開始時には予見できなかった社会経済情勢の変化
(イ) 当初の補助目的に従った利用が困難となっている現在の事情 (イ) 当初の補助目的に従った利用が困難となっている現在の事情
(ウ）承認基準第６条第２項各号のいずれかに該当する場合は、それぞれの状 (ウ）「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準

況等 について」（平成20年５月23日付け20経第385号大臣官房経理課長通知。以
下「20年承認基準通知」という。）の第６条第２項各号のいずれかに該当す
る場合は、それぞれの状況等

(2) 処分を行う理由 (2) 処分を行う理由
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(注) 近年における急速な少子高齢化の進展や産業構造の変化等の社会経済 (注) 近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情
情勢の変化に対応するため、又は既存ストックを効率的に活用した地域活 勢の変化に対応するため、又既存ストックを効率的に活用した地域活性化
性化 を図るためのものであることを具体的に記述すること。
を図るためのものであることを具体的に記述すること。

（削る。） (3) 処分に対する補助事業者の意見（間接補助事業等の場合に限る。）

２ 処分の対象財産 ２ 処分の対象施設
(1) 財産の名称、補助事業名、所在、型式、数量 (1) 施設の名称、補助事業名、所在、型式、数量

（削る。） (注) 施設とは、建物並びに建物と一体的に整備された建物附属施設、構築物、
器具及び備品並びに機械及び装置並びに建物及び建物附属施設に係る用地を
いう（以下同じ。）。

(注) 具体的財産名を、補助事業名、実施年度とともに示すこと。 具体的施設名を、補助事業名、実施年度とともに示すこと。
また、承認基準別表５に掲げる事業のいずれの事業であるかを示すこと。 また、20年承認基準通知の別表５に掲げる事業のいずれの事業であるかを

示すこと。

（削る。） (2) 事業実施主体

(2) 事業費、補助金額、補助率 (3) 事業費、補助金額、補助率

(3) 施設の耐用年数（処分制限期間）、経過年数 (4) 施設の耐用年数（処分制限期間）、経過年数

(4) 現況図面又は写真（添付） (5) 現況図面又は写真（添付）

３ 処分の方法（処分区分） ３ 処分の方法（処分区分）

(注) 財産処分の態様を具体的に記述するほか、承認基準別表４の処分区分の欄 (注) 財産処分の態様を具体的に記述するほか、20年承認基準通知の別表４の処
に掲げる内容のうちいずれに該当するかを記述すること。 分区分の欄に掲げる内容のうちいずれに該当するかを記述すること。
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農林水産省が現在実施している補助事業等で取得可能な補助対象施設（以 農林水産省が現在実施している補助事業等で取得可能な補助対象施設（以
下「農林水産業施設」という。）として利用又は譲渡する場合には、現在実施 下「農林水産業施設」という。）として利用又は譲渡する場合には、現在実施
している補助事業名を記述すること。 している補助事業名を記述すること。

４ 要件の適合等について ４ 要件の適合等について

(注) (1) 別表４の(注２)に関する要件を満たしていることについて、具体的に記 (注) (1) 別表４の(注２)に関する要件を満たしていることについて、具体的に記
述すること。 述すること。

(2) 別表４(注１)及び(注３)の条件が必要となる場合にあっては、変更後の (2) 別表４(注１)及び(注３)の条件が必要となる場合にあっては、変更後の
利用計画等を添付すること。 利用計画等を添付すること。

(3) 農林水産業施設以外の施設として利用又は取り壊し等を行う場合であ (3) 農林水産業施設以外の施設として利用又は取り壊し等を行う場合であ
って、他の施設に機能を移転する場合は、以下によることとする。 って、他の施設に機能を移転する場合は、以下によることとする。
(ｱ) 機能が移転されることを示す記述又は資料を添付すること。 (ｱ) 機能が移転されることを示す記述又は資料を添付すること。
(ｲ) 以下の要件を満たしていることについて、具体的に記述すること。 (ｲ) 以下の要件を満たしていることについて、具体的に記述すること。
① 当該施設を現状のまま維持し続けた場合は、経済的負担の発生が見 ① 当該施設を現状のまま維持し続けた場合は、経済的負担の発生が見

込まれること。（可能な限り定量的に記述すること。） 込まれること。（可能な限り定量的に記述すること。）
② 当該施設を他の農林水産業施設として利用することが困難である ② 当該施設を他の農林水産業施設として利用することが困難である

こと。 こと。
③ 当該施設（取り壊しの場合はその跡地利用を含む）が、農林水産業 ③ 当該施設（取り壊しの場合はその跡地利用を含む）が、農林水産業

の振興を通じた地域活性化又は公益の増進に資するものであること。 の振興を通じた地域活性化又は公益の増進に資するものであること。
④ 補助事業等で整備した施設に機能を移転する場合には、当該機能移 ④ 補助事業等で整備した施設に機能を移転する場合には、当該機能移

転先施設における補助事業等の遂行に支障を来さないこと。（必要な 転先施設における補助事業等の遂行に支障を来さないこと。（必要な
資料を添付すること。） 資料を添付すること。）

⑤ 当該施設の事業内容、財産処分の内容、①～④の事項について広報 ⑤ 当該施設の事業内容、財産処分の内容、①～④の事項について広報
誌等により公表されること。（なお、この場合、地方農政局等のホー 誌等により公表されること。（なお、この場合、地方農政局等のホー
ムページに掲載する。） ムページに掲載する。）

５ 納付金額（予定額） ５ 納付金額（予定額）

(注) 処分区分の欄に掲げる内容ごとに、国庫納付額の欄に掲げる算定方法で計 (注) 処分区分の欄に掲げる内容ごとに、国庫納付額の欄に掲げる算定方法で計
算される額を記入すること。 算される額を記入すること。

その際、算定に用いた残存簿価、時価評価額又は譲渡契約額の根拠とな その際、算定に用いた残存簿価、時価評価額又は譲渡契約額の根拠となる
る資料を添付して記述すること（時価評価額の算出に係る不動産鑑定料が、 資料を添付して記述すること。
近傍類似又は同種の財産の時価評価額を上回ることが明らかな場合において また、取り壊し等に要する費用を超える収益（損失補償金を含む。）があっ
は、残存簿価又は譲渡契約額の根拠となる資料を添付して記述すること）。 た場合は、取り壊し等の工事概要、事業費（予定）、収入額（予定）等を、そ
また、取り壊し等に要する費用を超える収益（損失補償金を含む。）があっ の根拠となる資料を添付して記述すること。

た場合は、取り壊し等の工事概要、事業費（予定）、収入額（予定）等を、そ
の根拠となる資料を添付して記述すること。
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６ 同種の補助事業の申請について ６ 同種の補助事業の申請について
(注) 財産処分の対象となる施設の所有者による同種の補助事業等の申請実績、 (注) 財産処分の対象となる施設の所有者による同種の補助事業の申請実績、及

及び当面の申請予定の有無を記述すること。 び当面の申請予定の有無を記述すること。
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別紙様式第７号（第７条第１項関係） 別紙様式第７号（第７条第１項関係）

災 害 報 告 書 災 害 報 告 書
番 号 番 号
年 月 日 年 月 日

殿 殿

補助事業者等 氏 名 印 都道府県知事等 氏 名 印
又は住 所 又は住 所

団体名 団体名
代表者 氏 名 印 代表者 氏 名 印

○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）補助対象財産（以下 ○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）補助対象財産（以下、
「施設等」という。）が、災害（例 ○○地震）により被災し、補助目的に従った使用の 「施設等」という。）が、災害（例 ○○地震）により被災し、補助事業等の継続が困難
継続が困難となったので、報告いたします。 となったので、報告いたします。

なお、貴職から、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第 なお、貴職から、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第
17 9号）に基づく指示があった場合には、その指示に従うことといたします。 17 9号）に基づく指示があった場合には、その指示に従うことといたします。

記 記

１ 被災施設等の概要 １ 被災施設等の概要
(1) 補助事業名及び実施年度 (1) 補助事業名及び実施年度

（削る。） (2) 事業実施主体名
(2) 施設等の名称 (3) 施設等の名称
(3) 施設等の所在地 (4) 施設等の所在地
(4) 施設等の構造及び規格、規模等 (5) 施設等の構造及び規格、規模等
(5) 総事業費（うち国庫補助金等） (6) 総事業費（うち国庫補助金等）

２ 災害の概要 ２ 災害の概要
(1) 被災の原因 (1) 被災の原因

年 月 日（○○地震による被災） 年 月 日（○○地震による被災）
（○○気象台調べ ○○時○○分） （○○気象台調べ ○○時○○分）

(2) 被災の程度 (2) 被災の程度
施設等の破損（建物の○○が○○） 施設等の破損（建物の○○が○○）
被害見積価格 被害見積価格
施設等の復旧が不可能と判断した理由等 施設等の復旧が不可能との判断した理由等

（削る。） （事業実施主体の申請理由等）
（補助事業者の判断等）

(3) 被災施設の収支等 (3) 被災施設の収支等
施設等の取り壊し等の概算経費 施設等の取り壊し等の概算経費
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処分に係る収益等の見込額（損失補償金を含む。） 処分に係る収益等の見込額（損失補償金を含む。）
３ その他 ３ その他

[添付資料] [添付資料]
１ 財産管理台帳の写し １ 財産管理台帳の写し
２ 被害状況の写真など ２ 被害状況の写真など
３ ○○○○ ３ ○○○○
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別紙様式第８号（第１０条第１項関係）

財産処分承認申請書
番 号
年 月 日

（補助事業者等） 殿

間接補助事業者等 氏 名 印
又は住 所

団体名
代表者 氏 名 印

○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助
金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第７条第３項の
規定に基づき付された条件により付された間接補助条件に基づき、下記のとおり処分し
たいので、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準第１
０条第１項の規定により、承認申請します。

なお、本申請の承認後、当該承認に係る処分内容と異なる財産処分を行おうとする場
合、当該承認に付された条件を満たすことができなくなった場合又は当該財産処分を取
りやめることにより間接補助目的に従った間接補助対象財産の使用を継続しようとする
場合には、速やかに貴職にその旨を報告し、指示に従うことといたします。

記

１ 処分の理由及び今後の利用方法等
(1) 処分を行う理由

(2) 今後の利用方法（処分区分）

(注) 今後の利用方法等、具体的に記述すること。

２ 処分の対象財産

(1) 財産の名称、間接補助事業名、所在、型式、数量

(2) 事業費、間接補助金額、補助率
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(3) 耐用年数（処分制限期間）、経過年数

(4) 現況図面又は写真（添付）

３ 処分予定年月日

４ その他参考資料

(注１) 財産処分により収益が見込まれる場合には、収益の内容がわかる資料を
添付すること。

(注２) 処分区分の欄に掲げる「目的外使用」、「間接補助目的に従った間接補助
対象財産の使用を中止する場合」で、損失補償金を受ける場合には、次
の資料を添付すること。

① 補償契約書等の写し
② 取り壊し等の工事概要、事業費（予定）

(注３) 処分区分の欄に掲げる「譲渡」、「有償」で、備考欄を適用する場合に
は、次のいずれかの資料を添付すること。

ア 農地所有適格法人化計画
イ 上記計画を添付できない場合

① 農地所有適格法人化計画類似の法人化計画
② 新設法人への財産処分（承継）計画書
③ 発起人名簿又は定款案（集落営農組織の構成員が新設法人の主
たる組合員、社員又は株主であることが確認できるもの）

(注４) 漁港漁場整備法第37条の２の貸付けの場合には、貸付契約締結後、貸付
契約書を提出すること。

(注５) 処分区分の欄に掲げる「担保」で、間接補助目的の遂行上必要な融資を
受ける場合には、資金の使途、決算の状況、資金繰りの状況、収支計画及
び返済計画について確認できる資料を添付すること。
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別紙様式第９号（第１１条第１項関係）
（間接補助対象財産の所有者が地方公共団体である場合）

長期利用財産処分報告書
番 号
年 月 日

（補助事業者等） 殿

間接補助事業者等 氏 名 印

○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助
金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第７条第３項の
規定に基づき付された条件により付された間接補助条件に基づき、下記のとおり処分し
たいので、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準第１
１条第１項の規定により、報告いたします。

なお、本報告の受理後、当該報告に係る処分内容と異なる財産処分を行おうとする場
合又は当該財産処分を取りやめることにより間接補助目的に従った間接補助対象財産の
使用を継続しようとする場合には、速やかに貴職にその旨を報告し、指示に従うことと
いたします。

記

１ 処分の理由及び今後の利用方法等
(1) 処分を行う理由

(注) 近年における急速な少子高齢化の進展や産業構造の変化等の社会経済
情勢の変化に対応するため、又は既存ストックを効率的に活用した地域活
性化を図るためのものであることを具体的に記述すること。

(2) 今後の利用方法（処分区分）

(注) 今後の利用方法等、具体的に記述すること。

２ 処分の対象財産
(1) 財産の名称、間接補助事業名、所在、型式、数量

(2) 事業費、間接補助金額、補助率

(3) 耐用年数（処分制限期間）、経過年数
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(4) 現況図面又は写真（添付）

３ 当該間接補助対象財産等に係る行政需要への対応状況等
別添「行政需要対応状況届」の記載のとおり

４ 処分予定年月日

５ その他参考資料

(注１) 当該間接補助対象財産と同等の機能を有する他の財産の確保が見込まれ
る場合には、その内容について、上記２の(1)から(4)までに準ずる内容が
わかる資料を添付すること。

(注２) 市町村合併に伴う財産処分である場合には、その内容等がわかる資料を
添付すること。

(注３) 議会の承認、条例の改正等が必要な場合又は関係法令等により財産処分
に関係省庁の許認可等が必要である場合には、その手続の内容とスケジュ
ール等がわかる資料を添付すること。
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別添（別紙様式第９号関係）

行政需要対応状況届

１．当該間接補助対象財産の最近３年間の利用状況
最 近 ３ 年 間 の 利 用 状 況

間接補助対象財産の 当 初 の
名称 利用計画 平成 年度 平成 年度 平成 年度

２．当該間接補助対象財産に係る利用者等の要望

３．当該間接補助対象財産と同種の財産の整備状況

同種の財産の名称 所 在 地 取得年月日 備 考

４．当該間接補助事業等に関連する他の補助事業等又は間接補助事業等の申請状況
（ア）過去５年間の農林水産関係の補助事業等又は間接補助事業等の申請状況（申請

中のものを含む。）

補助事業等又は間接補 補助対象財産又は間接補
助事業等の名称 助対象財産の名称 取得年月日 備 考

(注) 申請中の場合は、補助対象財産又は間接補助対象財産の名称及び取得年月日
は、予定を記入すること。

（イ）農林水産関係の補助事業等又は間接補助事業等の当面の申請予定（計画中のも
のすべてを記入。）

補助事業等又は間接補
助事業等の名称 財産の名称 申請予定年度（予定額） 備 考
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別紙様式第10号（第１１条第２項関係）
（間接補助対象財産の所有者が地方公共団体である場合）

長期利用財産処分承認申請書
番 号
年 月 日

（補助事業者等） 殿

間接補助事業者等 氏 名 印

○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助
金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第７条第３項の
規定に基づき付された条件により付された間接補助条件に基づき、下記のとおり処分し
たいので、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準第１
１条第２項の規定により、承認申請します。

なお、本申請の承認後、当該承認に係る処分内容と異なる財産処分を行おうとする場
合、当該承認に付された条件を満たすことができなくなった場合又は当該財産処分を取
りやめることにより間接補助目的に従った間接補助対象財産の使用を継続しようとする
場合には、速やかに貴職にその旨を報告し、指示に従うことといたします。

記

１ 処分の理由及び今後の利用方法等
(1) 処分を行う理由

(注) 近年における急速な少子高齢化の進展や産業構造の変化等の社会経済
情勢の変化に対応するため、又は既存ストックを効率的に活用した地域活
性化を図るためのものであることを具体的に記述すること。

(2) 今後の利用方法（処分区分）

(注) 今後の利用方法等、具体的に記述すること。

２ 処分の対象財産
(1) 財産の名称、間接補助事業名、所在、型式、数量

(2) 事業費、間接補助金額、補助率

(3) 耐用年数（処分制限期間）、経過年数
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(4) 現況図面又は写真（添付）

３ 当該間接補助対象財産等に係る行政需要への対応状況
別添「行政需要対応状況届」の記載のとおり

４ 処分予定年月日

５ その他参考資料

(注１) 財産処分により収益が見込まれる場合には、収益の内容がわかる資料を
添付すること。

(注２) 市町村合併に伴う財産処分である場合には、その内容等がわかる資料を
添付すること。

(注３) 議会の承認、条例の改正等が必要な場合又は関係法令等により財産処分
に関係省庁の許認可等が必要である場合には、その手続の内容とスケジ
ュール等がわかる資料を添付すること。
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別添（別紙様式第10号関係）
行政需要対応状況届

１．当該間接補助対象財産の最近３年間の利用状況
最 近 ３ 年 間 の 利 用 状 況

間接補助対象財産の 当 初 の 平成 年度 平成 年度 平成 年度
名称 利用計画

２．当該間接補助対象財産に係る利用者等の要望

３．当該間接補助対象財産と同種の財産の整備状況

同種の財産の名称 所在地 取得年月日 備考

４．当該間接補助事業等に関連する他の補助事業等又は間接補助事業等の申請状況
（ア）過去５年間の農林水産関係の補助事業等又は間接補助事業等の申請状況（申請

中のものを含む。）

補助事業等又は間接補 補助対象財産又は間接補
助事業等の名称 助対象財産の名称 取得年月日 備考

（注）申請中の場合は、補助対象財産又は間接補助対象財産の名称及び取得年月日
は、予定を記入すること。

（イ）農林水産関係の補助事業等又は間接補助事業等の当面の申請予定（計画中のも
のすべてを記入。）

補助事業等又は間接補 財産の名称 申請予定年度（予定額） 備考
助事業等の名称
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別紙様式第11号（第１２条第１項第１号関係）
（間接補助対象財産の所有者が地方公共団体以外の者である場合）

長期利用財産処分報告書
番 号
年 月 日

（補助事業者等） 殿

間接補助事業者等 氏 名 印
又は住 所

団体名
代表者 氏 名 印

○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助
金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第７条第３項の
規定に基づき付された条件により付された間接補助条件に基づき、下記のとおり処分し
たいので、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準第１
２条第１項第１号の規定により、報告いたします。

また、当該事業(又は現行の類似事業)の要綱・要領で定める期間又は処分制限期
間の残期間内のいずれか短い期間につき当該財産（又は施設）の利用状況を報告い
たします。
なお、本報告の受理後、当該報告に係る処分内容と異なる財産処分を行おうとする場

合、当該報告に係る条件を満たすことができなくなった場合又は当該財産処分を取りや
めることにより間接補助目的に従った間接補助対象財産の使用を継続しようとする場合
には、速やかに貴職にその旨を報告し、指示に従うことといたします。

記

１ 処分の理由及び今後の利用方法等
(1) 処分を行う理由

(注) 近年における急速な少子高齢化の進展や産業構造の変化等の社会経済情
勢の変化に対応するため、又は既存ストックを効率的に活用した地域活性化
を図るためのものであることを具体的に記述すること。

(2) 今後の利用方法（処分区分）
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(注) 今後の利用方法等、具体的に記述すること。

２ 処分の対象財産

(1) 財産の名称、間接補助事業名、所在、型式、数量

(2) 事業費、間接補助金額、補助率

(3) 耐用年数（処分制限期間）、経過年数

(4) 現況図面又は写真（添付）

３ 当該間接補助対象財産等に係る需要への対応状況
別添「需要対応状況届」の記載のとおり

４ 処分予定年月日

５ その他参考資料

(注１) 当該間接補助対象財産と同等の機能を有する他の財産を新たに確保し、
間接補助目的に従った使用を継続する場合には、その機能について、上記
２の(1)から(5)までに準ずる内容がわかる資料を添付すること。

(注２) 処分区分の欄に掲げる「目的外使用」の「間接補助目的に従った間接補
助対象財産の使用を中止する場合」で「農林水産省が現在実施している補
助事業等又は間接補助事業等で取得可能な補助対象財産又は間接補助対象
財産として自ら使用する場合」には、なお書きを付すこと。



- 49 -

別添（別紙様式第11号関係）

需要対応状況届

１．当該間接補助対象財産の最近３年間の利用状況
最 近 ３ 年 間 の 利 用 状 況

間接補助対象財産の
当 初 の

平成 年度 平成 年度 平成 年度
名称

利用計画

２．当該間接補助対象財産に係る利用者等の要望

３．当該間接補助対象財産と同種の財産の整備状況

同種の財産の名称 所 在 地 取得年月日 備 考

４．当該間接補助事業等に関連する他の補助事業等又は間接補助事業等の申請状況
（ア）過去５年間の農林水産関係の補助事業等又は間接補助事業等の申請状況（申請

中のものを含む。）

補助事業等又は間接補 補助対象財産又は間接補
助事業等の名称 助対象財産の名称 取得年月日 備 考

(注) 申請中の場合は、補助対象財産又は間接補助対象財産の名称及び取得年月日
は、予定を記入すること。

（イ）農林水産関係の補助事業等又は間接補助事業等の当面の申請予定（計画中のも
のすべてを記入。）

補助事業等又は間接補 財産の名称 申請予定年度（予定額） 備 考

助事業等の名称
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別紙様式第12号（第１２条第１項第２号関係）
（間接補助対象財産の所有者が地方公共団体以外の者である場合）

長期利用財産処分承認申請書
番 号
年 月 日

（補助事業者等） 殿

間接補助事業者等 氏 名 印
又は住 所

団体名
代表者 氏 名 印

○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助
金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第７条第３項の
規定に基づき付された条件により付された間接補助条件に基づき、下記のとおり処分し
たいので、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準第１
２条第１項第２号の規定により、承認申請します。

なお、本申請の承認後、当該承認に係る処分内容と異なる財産処分を行おうとする場
合、当該承認に付された条件を満たすことができなくなった場合又は当該財産処分を取
りやめることにより間接補助目的に従った間接補助対象財産の使用を継続しようとする
場合には、速やかに貴職にその旨を報告し、指示に従うことといたします。

記

１ 処分の理由及び今後の利用方法等
(1) 処分を行う理由

(注) 近年における急速な少子高齢化の進展や産業構造の変化等の社会経済
情勢の変化に対応するため、又は既存ストックを効率的に活用した地域活
性化を図るためのものであることを具体的に記述すること。

(2) 今後の利用方法（処分区分）

(注) 今後の利用方法等、具体的に記述すること。
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２ 処分の対象財産

(1) 財産の名称、間接補助事業名、所在、型式、数量

(2) 事業費、間接補助金額、補助率

(3) 耐用年数（処分制限期間）、経過年数

(4) 現況図面又は写真（添付）

３ 当該間接補助対象財産等に係る需要への対応状況
別添「需要対応状況届」の記載のとおり

４ 処分予定年月日

５ その他参考資料

(注) 財産処分により収益が見込まれる場合には、収益の内容がわかる資料を添
付すること。
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別添（別紙様式第12号関係）

需要対応状況届

１．当該間接補助対象財産の最近３年間の利用状況
最 近 ３ 年 間 の 利 用 状 況

間接補助対象財産の
平成 年度 平成 年度 平成 年度名称

当 初

利用計画

２．当該間接補助対象財産に係る利用者等の要望

３．当該間接補助対象財産と同種の財産の整備状況

同種の財産の名称 所 在 地 取得年月日 備 考

４．当該間接補助事業等に関連する他の補助事業等又は間接補助事業等の申請状況
（ア）過去５年間の農林水産関係の補助事業等又は間接補助事業等の申請状況（申請

中のものを含む。）

補助事業等又は間接補 補助対象財産又は間接補
助事業等の名称 助対象財産の名称 取得年月日 備 考

(注) 申請中の場合は、補助対象財産又は間接補助対象財産の名称及び取得年月日
は、予定を記入すること。

（イ）農林水産関係の補助事業等又は間接補助事業等の当面の申請予定（計画中のも
のすべてを記入。）

補助事業等又は間接補
助事業等の名称 財産の名称 申請予定年度（予定額） 備 考
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別紙様式第13号（第１３条第１項関係）

利用困難財産処分承認申請書
番 号
年 月 日

（補助事業者等） 殿

間接補助事業者等 氏 名 印
又は住 所

団体名
代表者 氏 名 印

○○年度○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助金等
に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第７条第３項の規定
に基づき付された条件により付された間接補助条件に基づき、下記のとおり処分したい
ので、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準第１３条
第１項の規定により、承認申請します。

なお、本申請の承認後、当該承認に係る処分内容と異なる財産処分を行おうとする場
合、当該承認に付された条件を満たすことができなくなった場合又は当該財産処分を取
りやめることにより間接補助目的に従った間接補助対象財産の使用を継続しようとする
場合には、速やかに貴職にその旨を報告し、指示に従うことといたします。

記

１ 処分の理由
(1) 社会経済情勢の変化等の事情

(注) 社会経済情勢の変化等により当初の間接補助目的に従った利用が困難とな
っている事情を、以下の事項により具体的に記述すること。

（ア）間接補助事業等の開始時には予見できなかった社会経済情勢の変化
（イ）当初の間接補助目的に従った利用が困難となっている現在の事情
（ウ）承認基準第１３条第２項各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ

の状況等
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(2) 処分を行う理由

(注) 近年における急速な少子高齢化の進展や産業構造の変化等の社会経済情
勢の変化に対応するため、又は既存ストックを効率的に活用した地域活性
化を図るためのものであることを具体的に記述すること。

２ 処分の対象財産
(1) 財産の名称、間接補助事業名、所在、型式、数量

(注) 具体的財産名を、間接補助事業名、実施年度とともに示すこと。
また、承認基準別表５に掲げる事業のいずれの事業であるかを示すこと。

(2) 事業費、間接補助金額、補助率

(3) 施設の耐用年数（処分制限期間）、経過年数

(4) 現況図面又は写真（添付）

３ 処分の方法（処分区分）

(注) 財産処分の態様を具体的に記述するほか、承認基準別表４の処分区分の欄
に掲げる内容のうちいずれに該当するかを記述すること。

農林水産省が現在実施している補助事業等又は間接補助事業等で取得可能
な補助対象施設（以下「農林水産業施設」という。）として利用又は譲渡する
場合には、現在実施している補助事業名又は間接補助事業名を記述すること。
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４ 要件の適合等について

(注) (1) 別表４の(注２)に関する要件を満たしていることについて、具体的に
記述すること。

(2) 別表４(注１)及び(注３)の条件が必要となる場合にあっては、変更後の
利用計画等を添付すること。

(3) 農林水産業施設以外の施設として利用又は取り壊し等を行う場合であ
って、他の施設に機能を移転する場合は、以下によることとする。
(ｱ) 機能が移転されることを示す記述又は資料を添付すること。
(ｲ) 以下の要件を満たしていることについて、具体的に記述すること。
① 当該施設を現状のまま維持し続けた場合は、経済的負担の発生が見

込まれること。（可能な限り定量的に記述すること。）
② 当該施設を他の農林水産業施設として利用することが困難である

こと。
③ 当該施設（取り壊しの場合はその跡地利用を含む）が、農林水産業

の振興を通じた地域活性化又は公益の増進に資するものであること。
④ 補助事業等又は間接補助事業等で整備した施設に機能を移転する場

合には、当該機能移転先施設における補助事業等又は間接補助事業
等の遂行に支障を来さないこと。（必要な資料を添付すること。）

⑤ 当該施設の事業内容、財産処分の内容、①～④の事項について広報
誌等により公表されること。（なお、この場合、地方農政局等のホー
ムページに掲載する。）

５ 納付金額（予定額）

(注) 処分区分の欄に掲げる内容ごとに、国庫納付額の欄に掲げる算定方法で計
算される額を記入すること。
その際、算定に用いた残存簿価、時価評価額又は譲渡契約額の根拠とな

る資料を添付して記述すること（時価評価額の算出に係る不動産鑑定料が、
近傍類似又は同種の財産の時価評価額を上回ることが明らかな場合において
は、残存簿価又は譲渡契約額の根拠となる資料を添付して記述すること）。
また、取り壊し等に要する費用を超える収益（損失補償金を含む。）があっ

た場合は、取り壊し等の工事概要、事業費（予定）、収入額（予定）等を、そ
の根拠となる資料を添付して記述すること。

６ 同種の補助事業又は間接補助事業の申請について

(注) 財産処分の対象となる施設の所有者による同種の補助事業等又は間接補助事
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業等の申請実績、及び当面の申請予定の有無を記述すること。
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別紙様式第14号（第１４条第１項関係）

災 害 報 告 書
番 号
年 月 日

（補助事業者等） 殿

間接補助事業者等 氏 名 印
又は住 所

団体名
代表者 氏 名 印

○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）間接補助対象財産（以
下「施設等」という。）が、災害（例 ○○地震）により被災し、間接補助目的に従った
使用の継続が困難となったので、報告いたします。

なお、貴職から、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第
17 9号）により付された条件に基づく指示があった場合には、その指示に従うこととい
たします。

記

１ 被災施設等の概要
(1) 間接補助事業名及び実施年度

(2) 施設等の名称
(3) 施設等の所在地
(4) 施設等の構造及び規格、規模等
(5) 総事業費（うち国庫補助金等）

２ 災害の概要
(1) 被災の原因

年 月 日（○○地震による被災）
（○○気象台調べ ○○時○○分）

(2) 被災の程度
施設等の破損（建物の○○が○○）
被害見積価格
施設等の復旧が不可能との判断した理由等
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(3) 被災施設の収支等
施設等の取り壊し等の概算経費
処分に係る収益等の見込額（損失補償金を含む。）

３ その他

[添付資料]
１ 財産管理台帳の写し
２ 被害状況の写真など
３ ○○○○
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別紙様式第15号（第１０条第１項、第１１条第２項、第１２条第１項第２号及び第１３
条第１項関係）

財産処分承認申請書

番 号
年 月 日

殿
補助事業者等 氏 名 印

又は住 所

団体名

代表者 氏 名 印

間接補助事業者等より、別添のとおり間接補助対象財産の処分について財産処分承認

申請書の提出があり、内容を審査した結果、下記のとおり妥当と認められるので、承認

されたく申請します。

記

処分に対する補助事業者等の意見

（注）間接補助事業者等から補助事業者等に対して、承認基準別紙様式第８号の提出が

あった場合の補助事業者等から農林水産大臣への申請は、上記様式を使用すること

とし、別紙様式第１０号及び第１２号の提出があった場合は、上記様式のうち「財

産処分承認申請書」を「長期利用財産処分承認申請書」に、別紙様式第13号の提出

があった場合は、「財産処分承認申請書」を「利用困難財産処分承認申請書」にそれ

ぞれ書き換えて使用すること。
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別紙様式第16号（第１１条第１項及び第１２条第１項第１号関係）

長期利用財産処分報告書

番 号

年 月 日

殿

補助事業者等 氏 名 印

又は住 所

団体名

代表者 氏 名 印

間接補助事業者等より、別添のとおり間接補助対象財産の処分について長期利用財産

処分報告書の提出があり、内容を確認した結果、下記のとおり妥当と認められるので、

報告します。

記

処分に対する補助事業者等の意見

（注）間接補助事業者等から補助事業者等に対して、承認基準別紙様式第９号及び第１

１号の提出があった場合の補助事業者等から農林水産大臣への報告は、上記様式を

使用すること。
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別紙様式第17号（第１４条第１項関係）

災 害 報 告 書

番 号

年 月 日

殿

補助事業者等 氏 名 印

又は住 所

団体名

代表者 氏 名 印

間接補助事業者等より、別添のとおり災害報告書の提出があり、内容を確認した結果、

下記のとおりやむを得ないと認められるので、報告します。

記

補助事業者等の判断等

（注）間接補助事業者等から補助事業者等に対して、承認基準別紙様式第１４号の提出

があった場合の補助事業者等から農林水産大臣への報告は、上記様式を使用するこ

と。


